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決算特別委員長  河野 成司    

 

１ 日 時 

   令和４年１０月１１日（火） 午前１０時００分から 

                 午後 ３時１２分まで 

 

２ 場 所 

   本会議場 

 

３ 出席した委員の氏名 

   河野成司、馬場林、志村学、吉竹悟、清田哲也、阿部長夫、後藤慎太郎、衛藤博昭、 

井上明夫、三浦正臣、嶋幸一、元吉俊博、浦野英樹、木田昇、藤田正道、尾島保彦、 

玉田輝義、平岩純子、堤栄三、末宗秀雄、小川克己 

 

４ 欠席した委員の氏名 

な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   森誠一、古手川正治、羽野武男、守永信幸、小嶋秀行 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   会計管理者 廣末隆、代表監査委員 長谷尾雅通、監査委員事務局長 河野哲郎、 

   企業局長 磯田健、病院局長 井上敏郎 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

第８４号議案令和３年度大分県病院事業会計決算の認定について、第８５号議案令和

３年度大分県電気事業会計利益の処分及び決算の認定について、第８６号議案令和３年

度大分県工業用水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、第８７号議案令和３

年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定について及び第９８号議案令和３年度大分県用

品調達特別会計歳入歳出決算の認定について審査を行った。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

 

 



１０ 担当書記 

議事課委員会班  主査     飛鷹真典 

   議事課委員会班  主幹（総括） 秋本昇二郎 

   議事課議事調整班 主査     利根妙子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



決算特別委員会次第  

 

日時：令和４年１０月１１日（火）１０：００～ 
場所：本会議場                

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 企業局決算審査 

 （１）決算説明 

 （２）決算審査説明（代表監査委員） 

 （３）質疑・応答 

 （４）内部協議 

 

  〔休   憩〕 

 

 

３ 病院局決算審査  

 （１）決算説明 

 （２）決算審査説明（代表監査委員） 

 （３）質疑・応答 

 （４）内部協議 

 

 

４ 一般会計及び特別会計決算審査 

 （１）決算概要説明（会計管理者） 

 （２）決算審査説明（代表監査委員） 

 （３）質疑・応答 

 

 

５ 部局別決算審査 

  （１）会計管理局 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議（上記４も含む） 

 

 （２）監査委員事務局 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

 

 

６ その他 

 

 

７ 閉 会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

河野委員長 ただいまから、決算特別委員会を

開きます。 

 第３回定例会において付託を受け、継続審査

となっている第８４号議案から第９８号議案ま

での１５件の決算議案の認定について、本日か

ら審査を行います。 

 審査に先立ち、決算審査の方針等について申

し上げます。 

 去る９月１６日の委員会において、本委員会

の運営要領を決定しました。決算審査の方針と

して、（１）計数の確認、（２）収支の正否、

（３）財産管理の適否、（４）行政効果、（５）

必要な改善措置となっています。 
 具体的な審査については、先日の委員会でお

配りした決算審査のしおりを参考にしてくださ

い。 

 次に、前年度の審査報告書に対する措置結果

について、各部局審査の際に該当部局から説明

があるので、措置結果に対する質疑は、各部局

審査の質疑とあわせてお願いします。 

 執行部に対し資料の要求等がある場合は、質

疑とあわせて要求していただくようお願いしま

す。また、各部局の審査終了の都度、審査にお

ける質疑等を基に審査報告書の検討を行います。

各委員においては、運営要領に従い、円滑な委

員会運営に御協力をお願いします。 

 それでは、この際付託された議案を一括議題

とし、これより審査に入ります。 

 本日は、企業局及び病院局の公営企業会計の

審査並びに一般会計、特別会計に関する会計管

理者、監査委員からの概要説明及び会計管理局、

監査委員事務局の部局別審査を行います。 

 これより企業局関係の審査を行います。 

 執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔明瞭にお願いします。 

それでは、企業局長及び関係者の説明を求め

ます。 

磯田企業局長 企業局長の磯田です。委員の皆

様には、日頃から電気事業、工業用水道事業の

運営に大変な御理解をいただき、誠にありがと

うございます。 

最初に私から、企業局の経営概況について御

説明します。   

初めに、電気事業会計から御説明します。  

タブレット内の１の１企業局の経営概況（令

和３年度決算）とある資料、紙資料共に２ペー

ジを御覧ください。  

企業局では、１２の水力発電所と大分市松岡

にある太陽光発電所で発電した電力を九州電力

に供給しています。 

まず、１の売電実績電力量の推移のグラフを

御覧ください。  

令和３年度の水力発電の売電実績電力量につ

いては、赤の折れ線グラフの一番右端１億７，

０１４万７千キロワットアワーで、目標供給電

力量の８４．０％となっています。これは平年

と比べて降雨が少なかったこと、阿蘇野川発電

所が令和２年７月豪雨により被災し、運転を停

止していたことなどによるものです。なお、黒

い点線で示した各年度の目標供給電力量は、過

去３０年間の運転実績にその年度のオーバーホ

ールや、修繕工事の実施などに伴う運転時間の

減少を勘案して設定しています。 

緑で示した太陽光発電の売電実績電力量につ

いては１４１万８千キロワットアワーで、年間

の平均全天日射量が少なかったことなどにより

減少しています。 

次に、２の電力料金収入の推移です。  

令和３年度の水力発電料金収入は約２１億９，

５００万円で、前年度比１２５．７％、約４億

４，９００万円の増となっています。これは大

野川発電所のリニューアル工事が完了し、令和

３年１２月から発電を開始したことなどによる

ものです。  

太陽光発電の料金収入については約５，７０

０万円で、日射量が少なかった事などにより、

前年度比で９１．９％、約５００万円の減とな

っています。  
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資料右側の上、３の電力料金単価の推移です。 

九州電力とは、２年ごとに契約更改を行って

おり、大野川発電所を除く１１の発電所につい

ては、令和２年度と３年度の平均単価は１キロ

ワットアワー当たり９円９９銭となっています。  
大野川発電所、松岡太陽光発電所については、

固定価格買取制度の認定を受けた、いわゆるＦ

ＩＴにより、大野川発電所については１キロワ

ットアワー当たり２４円、松岡太陽光発電所に

ついては１キロワットアワー当たり４０円とな

っています。  
その下４の純利益・純損失の推移です。  

令和３年度の純利益は約６億４，６００万円

となっており、前年度に比べて約４億８００万

円の増となっています。 

続いて、資料３ページを御覧ください。 

工業用水道事業について御説明します。  

工業用水道事業では、大野川から取水した水

を大分市判田と大津留にある２か所の浄水場で

処理し、大分市内の企業に工業用水として供給

しています。  

１の契約水量の推移ですが、令和３年度の契

約水量は、年度末時点で１日当たりの水量で約

５５万４千立方メートルとなっています。  

２の事業所数の推移ですが、令和３年度は年

度末現在で４６の事業所と給水契約を結んでい

ます。  

水道料金については、契約水量に応じて料金

を徴収する責任水量制を採用しています。料金

単価については、全国平均では１立方メートル

当たり２２．５９円となっているところ、本県

では１５．８円又は８．８円と安価で提供して

います。  

契約水量の多い事業所は、日本製鉄株式会社

が日量２３万立方メートル、鶴崎共同動力株式

会社が１１万立方メートルなどとなっています。 

右の３の純利益の推移です。  

令和３年度の純利益は約４億５，３００万円

で、前年度に比べ約８，７００万円の増となっ

ています。  

企業局の経営概況の説明は以上です。  

引き続き、総務課長から決算等の詳細につい

て御説明するので、よろしくお願いします。 

衛藤総務課長 それでは、第８５号議案令和３

年度大分県電気事業会計利益の処分及び決算の

認定について並びに第８６号議案令和３年度大

分県工業用水道事業会計利益の処分及び決算の

認定について、タブレット内１の２大分県公営

企業会計決算書（企業局）により説明します。 

なお、この資料は決算書の冊子と同じ内容にな

っているので、いずれか御覧ください。 
初めに、第８５号議案の電気事業会計につい

て説明します。 
タブレット資料では４ページの右側、冊子で

は１ページをお願いします。  
このページからタブレットでは１１ページま

で、冊子では７ページまでについては、令和３

年度の事業の概況や工事の発注状況を記載して

いますが、時間の関係から説明は省略します。 

次に、タブレットでは１２ページ、冊子は８

ページをお開きください。 

 ３（１）業務量の表については、さきほど局

長からも説明した、令和３年度の売電実績電力

量などを発電所別に表示したものです。 

その下の（２）事業収入に関する表を御覧く

ださい。  

当年度欄一番上の営業収益は２３億１，８４

２万円余りで前年度に比べて４億４，３５２万

円余りの増となっています。これは大野川発電

所のリニューアルが完了し、昨年１２月から運

転を再開したこと等によるものです。 

表の中ほどの財務収益は５，０８８万円余り

で、前年度に比べ８９１万円余りの減となって

います。 

事業外収益は３，２４５万円余り、前年度比

３１９万円余りの減となっています。  

以上により、当年度の事業収益は合計２４億

１７６万円余りとなり、前年度に比べ４億３，

１４１万円余りの増となっています。 

次に、支出にあたる（３）事業費に関する事

項の表を御覧ください。  

一番上の営業費用は１６億８，１６７万円余

りで、前年度に比べ６８５万円余りの減となっ

ています。主な増減内容を説明すると、職員給
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与費が退職給付金引当の減などにより４，６６

９万円余りの減となっています。  

修繕費は前年度から繰越した導水路制水ゲー

ト他整備工事を行ったことになどより、前年度

に比べ３，６０７万円余りの増となっています。 

委託費は阿蘇野川発電所等の耐震照査委託を

行ったことなどにより２，７８６万円余りの増

となっています。  

減価償却費は大野川発電所の減価償却が始ま

ったことなどにより２，０２２万円余りの増と

なっています。  

この表の中ほどの財務費用は２，３９７万円

余りで、前年度に比べ８１６万円余りの増とな

っています。  

次の事業外費用は１，２４０万円余りで、前

年度に比べ１，００８万円余りの減となってい

ます。これは知事部局等の退職手当に係る企業

局負担金が減となったことなどによるものです。 

特別損失は３，７４２万円余りで前年度に比

べ３，２３２万円余りの増となっています。こ

れは大野川発電所リニューアルに伴う資産の除

却によるものです。  

以上により、当年度の事業費は合計１７億５，

５４７万円余りで、前年度に比べ２，３５４万

円余りの増となっています。  

この結果、一番下の差引収支の表にあるよう

に、令和３年度の純利益は６億４，６２９万円

余りとなり、前年度に比べ４億７８６万円余り

の増となっています。  

次に、タブレットの１８ページ、冊子では１

４ページをお開きください。  

ただ今、御説明した収益・費用の状況を損益

計算書の形にしたものです。 

１の営業収益は（１）の電力料などで、金額

欄の真ん中の列の一番上２３億１，８４２万円

余りとなっています。 

２の営業費用は（１）の水力発電費や（３）

の一般管理費などで、真ん中の列の上から２番

目１６億８，１６７万円余りとなっています。 

１の営業収益から２の営業費用を差し引いた

営業利益は、右端列の中ほど６億３，６７４万

円余りとなっています。 

このほか、３の財務収益と４の事業外収益か

ら、５の財務費用と６の事業外費用を差し引い

た収支は、右端の列の上から２段目４，６９６

万円余りとなり、さきほどの営業利益にこれを

加算した経常利益は、右端列の上から３段目６

億８，３７１万円余りとなっています。 

７の特別損失は３，７４２万円余りで、経常

利益からこれを差し引いた収支は、これが右端

列の下から４段目６億４，６２９万円余りとな

り、これが当年度の純利益となります。 

その下、前年度繰越欠損金は８，１１８万円

余りで、当年度純利益からこの額を差し引いた

当年度未処分利益剰余金は右端列の一番下５億

６，５１０万円余りとなっています。 

次に、タブレット２２ページ、冊子では１８

ページをお開きください。 

阿部委員 委員長いいですか。さきほどからタ

ブレットのページ数が違うんですが。私は１４

ページ、さきほど総務課長は１８ページと言い

ました。 

河野委員長 阿部委員にお伝えします。 

 今言っている冊子のページ数がタブレットの

表示にも下に出ています。今、総務課長が言っ

ている部分については、タブレットのファイル

上のページ数を言っているので、その違いです。 

阿部委員 １４ページとどこにある。出てこな

いよ。 

衛藤総務課長 冊子だけの方がよろしいですか。 

河野委員長 冊子の番号で結構です。 

阿部委員 分かりました。すみません。 

河野委員長 では、よろしくお願いします。続

いてお願いします。 

衛藤総務課長 では、冊子のページで申します

と、１８ページをお願いします。（「両方言わ

んと分からん」と言う者あり） 

 では、タブレットの方の通しページでは２２

ページ、冊子では１８ページをお開きください。  

令和３年度の未処分利益剰余金処分案につい

て御説明します。 

表の一番右の列、未処分利益剰余金５億６，

５１０万円余りについては、令和４年度の企業

債償還のための減債積立金に４億３，５６４万
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円余り、将来の設備投資のための建設改良積立

金に７，９４５万円余り、また、地域貢献用の

積立金である地域振興積立金に５千万円をそれ

ぞれ積み立てたいと考えています。 

続いて、タブレットの２４ページ、冊子では

２０ページをお願いします。 

令和４年３月３１日現在の貸借対照表です。 

資産の部の１固定資産は、発電所の施設や送

電線などの設備に関する電気事業固定資産など

で、合計は右端列２０５億９，５９１万円余り

となっています。 

２の流動資産は現金預金や電力料等の未収金

などで、合計は右端列の下から２段目の４９億

８，１８６万円余りとなっています。 

固定資産と流動資産の資産合計は、その下２

５５億７，７７８万円余りとなっています。 

次に、タブレットでは同じ見開きの右側、冊

子では２１ページを御覧ください。 

負債の部及び資本の部について御説明します。 

負債の部の３固定負債は、企業債及び引当金

で、合計は右端列の一番上７９億１，２８４万

円余りとなっています。 

４の流動負債は、令和４年度中に償還予定の

企業債や工事代金等の未払金などで、合計は右

端列の上から２段目１４億６，６９８万円余り

となっています。 

これらの額に右端列の上から３段目、５の繰

延収益１億５，６５３万円余りを加えた負債合

計は、その下９５億３，６３６万円余りとなっ

ています。  

次に、資本の部についてですが、６の資本金

及び７の剰余金を合わせた資本合計は右端の列

の下から２段目、１６０億４，１４１万円余り

となっています。この額と負債合計を加算した

負債資本合計は、右端列の一番下２５５億７，

７７８万円余りとなり、左側の表の資産合計と

一致しています。 
以上が電気事業会計の決算についてです。 

続いて、工業用水道事業会計の決算について

説明します。  

タブレットは６０ページ右側、冊子の５５ペ

ージをお開きください。  

３の業務（２）事業収入に関する事項を御覧

ください。  

当年度欄の一番上の営業収益は１９億９，２

１６万円余りで、前年度に比べ４，７８７万円

余りの増となっています。これは令和２年度に

火災事故のあったユーザー企業に行っていた料

金の減額措置を終了したことなどによる給水収

益の増によるものです。  

表の中ほどの営業外収益は２億１，４０７万

円余りで、前年度に比べ１，８３４万円余りの

減となっています。これは退職者へ支払った退

職手当に対する知事部局の負担金が減少したこ

となどによるものです。 

以上により、当年度の事業収入は合計２２億

６２３万円余りとなり、前年度に比べ２，９５

２万円余りの増となっています。  

次に、（３）事業費に関する事項を御覧くだ

さい。 

一番上の営業費用は１７億３，１５０万円余

りで、前年度に比べ４，４９５万円余りの減と

なっています。 

主な増減内容を説明すると、職員給与費は退

職給付金引当の減少などにより２，７８１万円

余の減となっています。  

修繕費は、設備の老朽化対策のための補修工

事が減少したことなどにより４，１０４万円余

りの減となっています。 
動力費は、隧道点検に伴うポンプ稼働時間が

増えたことなどによる使用電力量の増などによ

り、前年度に比べ４，２１４万円余りの増とな

っています。 

営業外費用は２，１５４万円余りで、前年度

に比べ１，２３１万円余りの減となっています。

これは企業債の元金返済の進捗により、支払利

息が減少したことなどによるものです。 

以上により、当年度の事業費は合計１７億５，

３０４万円余りで、前年度に比べ５，７２７万

円余りの減となっています。 

この結果、一番下の差引収支の表にあるよう

に、令和３年度の純利益は４億５，３１８万円

余りとなり、前年度に比べ８，６７９万円余り

の増となりました。 
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次に、タブレットの通しページ６８ページ、

冊子では６２ページをお開きください。  
当年度の損益計算書です。 
１の営業収益は、（１）の給水収益などで、

金額欄の真ん中の列の一番上１９億９，２１６

万円余りとなっています。 
２の営業費用は、取水から浄水までの経費で

ある（１）原水及び浄水費や（２）配水及び給

水費などで、真ん中の列の上から２番目１７億

３，１５０万円余りとなっています。 
１の営業収益から２の営業費用を差し引いた 

営業利益は右端列の中ほど２億６，０６５万円

余りとなっています。 

３の営業外収益から４の営業外費用を差し引

いた収支は、右端列の２段目１億９，２５３万

円余りとなり、さきほどの営業利益にこの額を

加えた経常利益は、右端列の上から３段目４億

５，３１８万円余りとなっています。  

特別損失等はないので、経常利益がそのまま

当年度の純利益となります。 

その下、その他未処分利益剰余金変動額１億

９，０７７万円余りは減債積立金を当年度の企

業債の償還に充てたもので、当年度純利益にこ

の額を加えた額が、右端列の一番下、当年度未

処分利益剰余金６億４，３９６万円余りとなっ

ています。 

次に、タブレットの通しページ７２ページ、

冊子では６６ページをお開きください。  

令和３年度大分県工業用水事業剰余金処分計

算書（案）について説明します。 

表の一番右の列、未処分利益剰余金６億４，

３９６万円余りについては、令和４年度の企業

債償還のための減債積立金に１億４，２７３万

円余りを、将来の設備投資のため建設改良積立

金に３億１，０４５万円余りをそれぞれ積み立

てることとして、その他未処分利益剰余金変動

額に相当する１億９，０７７万円余りについて

は、資本金へ組み入れたいと考えています。 

続いて、タブレットでは通しページ７４ペー

ジ、冊子では６８ページをお開きください。  

令和４年３月３１日現在の貸借対照表です。 

資産の部の１固定資産は、浄水設備や送水な

どに関する有形固定資産などで、合計は一番右

端列１８４億５，１２３万円余りとなっていま

す。 

２の流動資産は現金預金や水道料金等の未収

金などで、合計は一番右端列の下から２段目５

６億７，０１２万円余りとなっています。 

固定資産と流動資産を合わせた資産合計は、

その下２４１億２，１３５万円余りとなってい

ます。 

最後に、タブレットでは同じ見開きの右側、

冊子では６９ページを御覧ください。 

負債の部の３固定負債は企業債及び引当金で、

合計は右端列の一番上１７億９，４７８万円余

りとなっています。 

４の流動負債は令和４年度中に償還予定の企

業債や工事代金等の未払金などで、合計は右端

列の上から２段目５億５０７万円余りとなって

います。 

これらに右端列の上から３段目、５の繰延収

益２９億６，７０１万円余りを加えた負債合計

は、その下５２億６，６８８万円余りとなりま

す。 

次に、資本の部についてですが、６の資本金

と７の剰余金を合わせた資本合計は、右端列の

下から２段目１８８億５，４４７万円余りとな

っています。この額とさきほどの負債合計を合

わせた負債資本合計は、右端列の一番下２４１

億２，１３５万円余りとなり、左側の表の資産

合計と一致しています。 

以上で、令和３年度電気事業会計及び工業用

水道事業会計の決算に関する説明を終わります。  

河野委員長 次に、決算審査の結果について監

査委員の説明を求めます。 

長谷尾代表監査委員 令和３年度大分県電気事

業会計及び大分県工業用水道事業会計決算に係

る審査について、監査委員を代表して説明しま

す。 
タブレットの資料番号４及び紙資料の令和３

年度大分県公営企業会計決算審査意見書を御覧

ください。 

 タブレットの３ページ、資料では表紙をめく

り最初のページを御覧ください。 
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この意見書は、地方公営企業法第３０条第２

項の規定に基づき、本年６月１日に知事から、

令和３年度大分県病院事業会計、大分県電気事

業会計及び大分県工業用水道事業会計決算につ

いて、監査委員の審査に付されたので、その審

査結果を取りまとめ、７月２９日に知事に提出

したものです。    

それでは、タブレットの７ページ、紙資料の

１ページをお開きください。 

まず、第１審査の概要です。 

令和３年度大分県病院事業会計、大分県電気

事業会計及び大分県工業用水道事業会計決算に

係る審査は、大分県監査委員監査基準に準拠し

て行っています。 

３審査の主眼についてですが、各事業が企業

の経済性を発揮しているか等記載の３点に主眼

を置き、関係職員の説明を求めるなど、慎重に

審査を行いました。 

次に、第２審査の結果についてです。 

企業局所管の各事業会計の決算書その他決算

関係書類は、さきほど御説明した方法により審

査した限りにおいて、法令に適合し、かつ正確

であることが認められます。 

また、予算の執行、収益・費用及び財産に係

る事務については、おおむね適正に処理されて

いると認められました。 

次に、各事業会計決算の審査意見についてで

す。 

まず、大分県電気事業会計について説明しま

す。タブレットの２７ページ、紙資料の１７ペ

ージをお開きください。 

１審査意見です。 

（１）経営成績及び財政状態についてですが、

電気事業は、大野川発電所の発電再開等により

営業収益が大幅に増加したこと等により安定し

た経営を維持しており、短期・長期の財務の安

全性も保たれていることから、経営成績、財政

状態ともにおおむね健全であると考えられます。 

次に、（２）の総合意見ですが、大分県企業

局経営戦略及びアクションプランに基づく取組

が進められています。 

今後も、現在実施している別府発電所並びに

芹川第一及び第二発電所のリニューアル事業等

の長期安定経営に向けた取組を計画的かつ経済

的に実施していくことが重要です。 

また、九州電力株式会社との長期基本契約の

もと、全量売電していますが、契約終了後の令

和８年度から一般競争入札への移行が想定され

ています。今後は、移行後も安定した収益を確

保するための方策を検討していくことが求めら

れます。 

さらに、先端技術の活用やデジタルトランス

フォーメーション（ＤＸ）の推進等業務の効率

化や高度化にも積極的に対応していく必要があ

ります。 

これらの取組を着実に進め、健全経営の維持

及び安定的なサービスの提供に向けて、効率的

な事業運営と経営基盤の強化に努めるよう要請

しました。 

大分県電気事業会計決算審査結果についての

説明は以上です。 

 次に、大分県工業用水道事業会計について説

明します。タブレットの４３ページ、紙資料の

３１ページをお開きください。 

１審査意見です。 

（１）経営成績及び財政状態ですが、工業用

水道事業は責任水量制による安定した料金収入

に支えられ良好な経営を維持しており、短期・

長期の財務の安全性も保たれていることから、

経営成績、財政状態ともにおおむね健全である

と考えられます。 

 続いて、（２）総合意見ですが、工業用水道

事業も、大分県企業局経営戦略及びアクション

プランに基づく取組が進められています。 

事業開始から６０年以上が経過し、管路等設

備の老朽化が進んでいることから、平成２９年

度に本格運用が開始された給水ネットワークの

機能を利用して、本格的な隧道の点検及び補修

を計画的に行っています。また、ＧＰＳを利用

して現地ですばやく管路の正確な位置を把握す

ることができる管路台帳システムを作成したこ

とから、今後はこのシステムを利用することで、

着実な業務の遂行と効率化が期待されます。 

しかし、今年１月に発生した地震では、漏水
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が発生し一時的に給水を停止したことから、施

設の老朽化対策や耐震化工事とあわせ、災害時

の想定や対策を多角的に行い、安定的な供給体

制を構築していかなければなりません。 

そのためには、多額の費用がかかることが予

想されること等から、さらなる経営基盤の強化

や事業の発展に努めるよう要請しました。 

以上が、大分県工業用水道事業会計決算審査

結果についての説明です。 

これで、企業局分の決算審査の結果について

の説明を終わります。 

河野委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入りますが、本日以降の本委

員会での質疑の順序について確認します。 

 まず、最初に事前通告をした委員、次に事前

通告なしの委員、最後に事前通告をした委員外

議員の順に質疑を行います。 

 事前通告なしの委員外議員については、進行

状況等を勘案しながら指名するので、あらかじ

め御了承願います。 

 発言は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立し、マイクを立てて行ってください。 

 質疑は付託された決算議案に対する質疑にと

どめるとともに、説明資料におけるページ及び

事業名などを明らかにしてください。 
 質疑は関連質疑も含め一人５分以内で、再質

疑は２回までとなっているので、要点を簡潔に

お願いします。 
  なお、質疑に対する執行部の回答が要領を得

ない場合や、執行部からの質疑内容の確認に対

する委員等の回答については再質疑とみなさな

いので御了承願います。 
 また、委員外議員の関連質疑は、委員の質疑

終了後に別途お願いします。 
 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し、簡潔明瞭に答弁願います。 
 事前通告が１名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 
堤委員 まず、決算審査意見書が監査委員から

出されていますね。電気事業について、九州電

力との２年間、令和４年度から５年度の売電単

価で契約していますが、最近のウクライナ情勢

などによって、修繕や工事等の物価高騰の影響

もあると思われますが、今後、売電単価には影

響があるのか。あれば、その対処はどうするの

か。また、水道事業にも一緒の危惧も考えられ

ますが、そこら辺はどうでしょうか。 
 二つ目、電気事業について、令和８年度から

の一般競争入札への移行に伴う方策を検討して

いくことが求められるとなっていますが、今後

どのように検討されるのか。 
 三つ目には、工業用水事業での審査意見で、

地震による漏水やエネルギー単価の高騰などの

要因が指摘されています。また、令和４年３月

に見直しをしたアクションプランの着実な実行

で経営の安定化を図ると言われていますが、そ

れぞれ具体的な対策はどう取られるのか。 
 最後に、修繕等の工事における入札、この決

算書を見ると税抜きで決算していて、審査意見

では税込みもあり、ばらばらになっていて非常

に分かりにくいですね。結局、消費税がどのよ

うな形で企業局として課税され、また納税され

ているのかをもう少し詳しく教えてください。 
 それと、来年１０月からいよいよインボイス

制度が始まりますが、それが企業局との関係で、

入札だとか、そういう問題が今後下請を含めて

出てくるのかを教えてください。 
衛藤総務課長 ４点についてお答えします。 

 まず、１点目のウクライナ情勢などによる売

電単価への影響についてです。 
 現在の九州電力との契約では、平成２２年度

から令和７年度までの１６年間の長期基本契約

を締結していて、その料金については、経済情

勢の変化にあわせ、２年ごとに契約を更改して

います。 
 現在の単価は、令和４年度と５年度について、

発電に要する費用に一定の利益を加えて算出す

る総括原価方式に基づいて、１キロワットアワ

ー当たり１０．６３円で契約しています。 
 委員御指摘のとおり、ウクライナ情勢等によ

る物価高により、契約時に算定した修繕工事費

等において費用の上昇も見られており、一方で、

電力卸売市場の価格も全体的に上昇しています。 
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 しかし、現時点では事業計画の見直しやコス

トダウン等の内部の努力により、費用の上昇分

を吸収できると考えているので、違約金発生の

おそれなどもあることから、直ちに売電単価を

変更することは考えていません。 
 あわせて工業用水道事業への影響についてで

す。 
 工業用水道料金については、国の制度に基づ

き、総括原価方式で料金を決定しています。平

成１６年度の料金設定以降は、景気の変動等に

よって営業費用の増加や収益の減少が生じたこ

とはありましたが、利益が確保できてきたので、

料金を変更するまでには至っていません。 
 ウクライナ情勢等による物価高によって、営

業費用の上昇が見られる部分もありますが、現

時点ではこれまでと同様に事業計画の見直しや

コストダウン等の内部の努力によって利益が確

保できると見込んでおり、直ちに工業用水の単

価を変更することは考えていません。 
 続いて、２点目の電気事業における一般競争

入札への移行に伴う方策についてです。 
 現在の契約を締結した平成２０年当時は、電

気事業法により売電先が限定されていたので、

本県においては九州電力１社と長期安定的な内

容で随意契約したものです。売電価格は、総括

原価方式により発電に要する費用に一定の利益

を加えて算出しています。 
 その後、東日本大震災を受け平成２８年に法

が改正され、現在は県内外に複数の売電先が存

在することから、令和８年度以降の契約では、

収益の向上や安定性を前提に入札による契約を

検討することとなります。 
 その際には、電力の地産地消による県内企業

や県民への安定供給の確保とか、地場産業の育

成の視点も含めるとともに、市場や国及び他県

の動向等も踏まえて検討を進めていくこととし

ています。拡大するグリーン電力の需要に対応

し、県勢の発展に向け、地方公営企業としての

役割を果たしたいと考えています。 
 続いて、３点目の工業用水道事業における経

営安定化に向けた具体的な対策についてです。 
 今年１月の日向灘地震では、青崎地区の配管

が漏水し、一時的に一部の給水を停止すること

となりましたが、このような事態を事前に想定

し、災害の復旧に必要な資材を平成２８年度か

ら備蓄してきました。その結果、迅速に対応し、

早期に復旧しました。 
 加えて、災害への備えとして、施設の老朽化

対策や耐震化工事を計画的に実施するとともに、

給水ネットワークを活用した隧道の内部点検等

を順次実施することで、工業用水の安定的な供

給体制を構築しています。また、ウクライナ情

勢の影響等によるエネルギー単価の高騰により

営業費用は増加していますが、現時点では事業

計画の見直しやコストダウン等の内部努力によ

って吸収できるものと考えており、引き続き収

支への影響を注視しています。 
 このように経営戦略やアクションプランに基

づく計画的な設備の更新等によって施設の強靱

化を図るとともに、経営環境の変化に柔軟に対

応することによって経営の安定化を進めていき

たいと考えています。 
 それから、４点目のインボイスの登録につい

てです。 
 インボイス発行事業者の登録を受けるかにつ

いては、国の制度上、事業者の任意なので、企

業局については今のところ事業者を指導すると

か、そういったことは考えていません。 
 企業局については、地方公営企業として営ん

でいる課税事業者で、仕入税額控除を受ける必

要があります。そういった影響は若干あるとい

うところです。入札参加資格等については、契

約履行の確実性や工事等の品質を担保すること

を主眼に置いたものと認識しているので、現時

点では企業局として改めて何か対応することは

予定していません。 
 それと、税抜き表示と税込み表示があるとい

う御指摘ですが、これについては地方公営企業

法、それからその下の規則等により、表示の方

法まで定められているので、それに従って処理

をしています。 
堤委員 最近、物価高騰対策で電力会社に補助

金を出そうかという話が出ていますよね。そう

した場合、九州電力の売電単価等の影響はある
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のか。元を補助するから、そういう影響はある

のか。 
 さきほどの消費税の関係で、この決算書を見

ても、企業局が一体消費税をどれぐらい負担し

ているのか、色々見たとしてもちょっと分かり

にくいですね。課税事業者で課税仕入はインボ

イスがないと当然経費に落とされないから、そ

の点では問題認識はあるようですね。企業局が

入札するのは多分１千万円以上の業者が多いと

思うけど、調べた結果、課税事業者を含めて全

国で３００万社あるけど、インボイス登録事業

者が３割か４割ぐらいしかいないよね。そうい

う課税事業者を含めたインボイスの取得を企業

局としても要請しない認識でいいのかどうか。

つまり取得を早くしなさいということを要請し

ない認識でいいのか。その二つを聞かせてくだ

さい。 
衛藤総務課長 まず、１点目の国の補助金につ

いてですが、企業局（当方）も情報としては電

気事業者に補助金を出すという報道がされてい

る程度しかまだ認識をしていません。 

県が事業者に対して高い単価で売電した場合

には、その分が結局消費者に転嫁されることも

考えられるので、そのあたりは慎重に注視しな

がら対応していきたいと考えています。 

 それから、インボイス登録が現在４割程度し

か進んでいないと思いますが、例えば、企業局

の昨年度の入札実績を見てみると、工事の落札

者については全て課税事業者でした。ただ、企

業局の入札参加資格は県の入札参加資格を有し

ていることを条件としているので、そのあたり

も含めて今後検討していくことになると思いま

す。 

 税負担が増える可能性がある一方で非登録事

業者の入札への参加の機会が失われる可能性も

今後出てくるので、県がそのあたりは慎重に検

討していくと考えています。 

堤委員 だから、消費税が一番心配されるよね。

結局１千万円以下、１千万円を超える業者を含

めて企業局として強く要請はしないことをぜひ

踏襲していただきたい。このことは要請して終

わります。 

河野委員長 ほかに、事前通告していない委員

で質疑はありませんか。 
末宗委員 さきほどの説明で。松岡太陽光発電

所の収入が減ったのは日射量が減ったからとい

う説明があったけど、これは本質が違って、言

いにくいから日射量の減で収入が減ったという

説明をしたんよ。それは間違っているというこ

と。確信に近く僕は思っているけど。 

 それともう一つは、大野川発電所で利益が相

当出るはずだけど、あれは県がやってほとんど

の法規制をクリアして、民間がやるのと全然違

うから、いくら投資して年間でいくらもうかる

のか。どっちみち２０年はこの制度だろうから、

何倍ぐらいもうかるのかという損得勘定を１回

お聞きしたいけど、正確に教えてもらえんかね。 

衛藤総務課長 では、まず１点目の太陽光発電

の日射量に伴う発電量の件が正しいかどうかの

御指摘ですが、昨年度の日射量が前年比で９２．

２％ということもあって発電量が減少し、単価

４０円なので、その割合と同じだけ収入が減っ

たということ。 

 それから、あと１点が需要に対し、発電量が

多い場合に出力抑制がかかる事情もあります。

令和３年度は年間で２７回ありました。１回当

たり二十数万円程度になりますが、令和２年度

は２１回で、その差６回分の影響も若干あった

と考えています。 

 それから、２点目の大野川発電所の収支につ

いては、２０年間が固定価格買取制度の期間に

なるので、年間の供給電力量７，３００万キロ

ワットアワーで計算した場合、２０年間の売電

収入は約３５０億円と見込んでいます。 

 それから、費用については、建設事業費で約

７０億円投じており、２０年間の維持管理費を

約８０億円と見込んでいるので、収入３５０億

円に対し建設費を含めた費用が１５０億円で試

算しています。 

末宗委員 大野川は大体分かりました。 

 日射量が９２．２％というのは、ちょっと答

弁がよく分からなかった。１年間の日射量を言

っているのか、出力抑制を除いた分を言ってい

るのか。本質は２１回と２７回の出力抑制。そ
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の前は余りなかったから、出力抑制の分だけ減

ったんだと僕は思う、本質がね。そしたら、今

度、それが日射量で減ったと報告して、監査委

員はみんな何もなくおおむね良好で終わったけ

ど、出力抑制をやっているのは九州電力や。九

州電力に水力発電から何から買ってもらってい

るから、九州電力の名前をあえて出さなかった

のかを聞きたいわけよ。九州電力が原因で収入

が減っているはずなんよ、１００％ね。それを

何で九州電力が出力抑制するからと素直に言わ

ないのか。僕が聞きたかったのはそこなんよ。 

衛藤総務課長 今の御指摘についてですが、出

力抑制の影響よりも、年間の日射量が９割程度

まで落ちたと。９２．２％まで落ちた方を企業

局としては主として考えているところで、監査

意見書の方に…… 

末宗委員 ちょっと委員長、質問は日射量は１

年間を言っているんよ。こっちは１年間を言っ

ているか、出力抑制をどうしているのかどうか

が数字も何も出ないから分からないんよ。日射

量が３６５日で言っているのかどうか分からな

い。 

衛藤総務課長 日射量については年間で、出力

抑制のかかった日も含めた年間の日射量の対前

年度の比較です。 

末宗委員 あえて聞くけど、収入が前より２年

間減っているわけよね。今言ったのは、その前

の年のことを言った。その前の年は言っていな

いんよ。日射量も何にも数字的に出てこない。

僕もそういう事業をやっているから明らかに分

かっているわけよ、そこらあたりは。いや、説

明している課長がそこまで知らないならしよう

がないよ。僕は原因も何もかも分かっているわ

けよ。だって、出力抑制は一番天気のいい日に

やるわけよ。出力抑制をやるのは、大体普通の

日の倍以上よ、２．５倍ぐらい。最初は日曜日

だけやった。それが土日になって、平日になっ

て、その一番天気のいい日にやるから出力抑制

でこたえるわけやけど、それを実施するのは九

州電力よ。関係なく決めていくんだけどね。九

州電力のせいで収入が減ったことは言われない

わけ。日射量も調べて、３年前とずっと同じ。

日射量は過去１０年間ほとんど平均して変わら

ないはずなんだから。そこのデータも何も出さ

なくて、そういう説明をするから合点がいかん。

ちょっと監査委員はどうかね。それをおおむね

良好と言ったのは。 
長谷尾代表監査委員 出力抑制が令和３年度２

７日間あったのは承知しています。それがどの

程度数値に影響するかは、ちょっと私、今答弁

できる資料を持ち合わせていません。ただ、全

体として、電気事業は大野川発電所の発電再開

によって収益が向上していると申したわけです。 
河野委員長 ほかに、事前通告していない委員

で質疑はありませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 
河野委員長 委員外議員で質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 
河野委員長 それでは、本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して委員から、ほかに何か質疑はあり

ませんか。 
〔「なし」と言う者あり〕 

河野委員長 別にないので、これで質疑を終了

します。 
 それでは、これをもって企業局関係の審査を

終わります。執行部はお疲れ様でした。 

 これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。 

 

〔監査委員、企業局、委員外議員退室〕 

 

河野委員長 これより内部協議に入ります。 

 さきほどの企業局の審査における質疑等を踏

まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと思い

ますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映させ

るべき意見、要望事項等があればお願いします。 
 〔「なし」と言う者あり〕 

河野委員長 特にないので、審査報告書案の取

りまとめについては、本日の審査における質疑

を踏まえ、委員長に御一任いただきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 
  〔「異議なし」と言う者あり〕 
河野委員長 それでは、そのようにします。 
 以上で、企業局関係の審査報告書の検討を終
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わります。 
暫時休憩します。 

午前１１時０８分休憩 

―――――――――――― 

午後 １時０１分再開 

馬場副委員長 休憩前に引き続き、委員会を開

きます。 
 これより、病院局関係の審査を行います。 
 執行部の説明は要請した時間の範囲内となる

よう、要点を簡潔明瞭にお願いします。 
 それでは、病院局長及び関係者の説明を求め

ます。 
井上病院局長 病院局長の井上です。委員の皆

様におかれては、日頃から病院事業の運営に対

して御理解、御支援をいただき、お礼を申し上

げます。 
 本日は、病院事業に係る決算について御審議

いただきますが、何とぞよろしくお願いします。 
 初めに、決算特別委員会の審査報告書に対す

る措置状況について報告します。 
 タブレットファイル３の１決算特別委員会資

料（病院局）の３ページ又は、お手元の紙資料

の１ページをお開きください。 
 左の欄、審査報告書の指摘事項にある①保健

所職員及び県立病院医師の時間外勤務縮減につ

いてに対する県立病院の取組状況について説明

します。 
 右の欄、措置結果を御覧ください。 
 当院は、周産期医療や小児、救急医療、精神

科救急などの提供に加え、新型コロナ感染症患

者の受入れと治療にあたっています。このよう

な中、診療に従事する医師は応召義務の意識が

非常に強く、時間外勤務を行う勤務形態になり

がちで、時間外勤務の縮減は取り組むべき課題

であるとともに、本課題の解決は極めて難しい

と認識しています。 
そこで、時間外勤務縮減に向け、まずは出退

勤時間を正確に把握することから始めていこう

と、令和２年度から勤怠管理システムを導入し

ました。加えて、医師が院内に滞在する時間に

ついて、超過勤務と自己研鑽を切り分けるため

に業務実態の正確な把握を始めました。 

今後、部下の労務管理を行う立場にある各診

療科部長に業務実態を把握していくよう働きか

け、医師全体の働き方改革に取り組みたいと考

えています。あわせて、看護師や医療秘書など

他職種への業務のタスクシフトを推進し、医師

の負担軽減に取り組んでいます。 
今後とも医療の質を維持しながら、病院一丸

となって医師の働き方改革を推進し、県民医療

の基幹病院としての役割を果たします。 
 次に、決算の説明に入ります。 
 タブレットは４ページ、紙資料は２ページを

お開きください。令和３年度病院事業の取組状

況を記載しています。 
 この主な内容について説明します。                   
 当院は、県民医療の基幹病院として、新しい

時代に対応した質の高い医療を提供するため、

平成３１年度から令和４年度までの４年間を対

象期間とする第四期中期事業計画を策定し、挑

戦と継続～県民に支持される病院を目指して～

を基本理念に、地域医療構想を踏まえた本院の

果たす役割など五つの柱の下、取組を進めてい

ます。 
 まず、１の大分県地域医療構想を踏まえた当

院の果たす役割については、当院が高度急性

期・急性期医療を提供する役割を担う中部医療

圏では、今後も入院患者数が増加するとともに、

周辺医療圏からの患者流入も見込まれるので、

これらの患者に対応する役割を担いながら、時

代のニーズに対応するよう努めています。 
 次に、２の県民の求める医療機能の充実につ

いて、周産期医療ではＮＩＣＵの増床や新生児

回復病床の整備、がん医療では外来化学療法室

の病床拡大やゲノムセンターの設置など、高度

専門医療の体制強化に取り組んできました。  
今後は、ロボット手術などの最先端医療技術

導入の具体的な検討を進め、県民の求める医療

機能の充実に努めます。また、当院は政策医療

の提供にも取り組んでおり、新型コロナ対応で

は感染症指定医療機関としての役割を果たすと

ともに、令和２年１０月に開設した精神医療セ

ンターでは、精神科急性期患者の受入れや、身

体合併症患者に対する専門的医療の提供を行っ
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ています。 
 タブレットは５ページ、紙資料は３ページを

お開きください。 
３の良質な医療提供体制の確保と患者ニーズ

への対応については、良質な医療を提供するた

め、より一層の看護体制の拡充やチーム医療の

推進など、高い専門性をいかすことのできる体

制づくりに取り組むとともに、タスクシフト等、

職員の働き方改革を進めることでより一層医療

の質を確保できると考えています。 
 次に、４の地域医療機関等との医療連携につ

いては、患者総合支援センターを中心に、入院

前には患者や御家族が戸惑わないよう入院前支

援における多職種連携を行い、また、退院後も

転院先医療機関にスムーズにつながるよう退院

時の転院先医療機関との調整を行うなど、切れ

目のない相談、支援体制の充実に努めています。 
 最後に、５の経営基盤の強化については、外

部有識者を含めた経営改善推進委員会での経営

状況の検証及び評価、院内会議での稼働目標の

達成状況のモニタリングなど、幹部と現場が一

体となって経営基盤の強化に取り組んでいます。 
収入の確保に向けては、地域の医療機関と連

携を深めて紹介患者数を確保し、短い在院日数

で、高度専門医療、急性期医療を提供すること

で、より高い診療報酬を得るように努めていま

す。一方、経費の削減に向けては後発医薬品の

導入を推進するとともに、薬品の価格交渉に専

門的なアドバイザーを加え、目標とする値引率

を達成することや価格の有利な医療材料を選定

し、共同購入も行うことなどにより費用の削減

に努めています。 
 今後とも、県民の安心安全を医療面で支えて

いくとともに、持続可能な経営基盤の確立に向

けて、一層努めます。 
 次にタブレットは６ページ、紙資料は４ペー

ジをお開きください。決算状況の概要です。 
 令和３年度は、前年度より入院、外来ともに

患者数が増加しましたが、依然として新型コロ

ナ感染症の拡大による入院調整や受診控えなど

の影響があり、これまでの経験をいかした入院

調整などにより収益は前年度より持ち直したも

のの、医業収支が前年度に引き続き赤字になる

など、病院経営は厳しい年度となりました。 
 しかしながら、精神科救急、合併症入院料や

夜間１００対１急性期看護補助体制加算の新た

な算定など、診療単価の向上による収益改善に

取り組むとともに、新型コロナの感染拡大が継

続し、その対応にも尽力した結果として新型コ

ロナウイルス感染症関連の補助金を受けたこと

などで、最終損益では１０億８，８００万円の

黒字を確保することができました。 
 以上で、決算状況の概要についての説明を終

了します。 
塩月病院局次長兼県立病院事務局長 大変恐れ

入ります。お手元に正誤表をお配りしています

が、参考資料であるタブレットのファイル３決

算審査資料（病院事業会計）、紙資料は令和３

年度企業会計決算審査資料（病院事業会計）の

一部に数値の誤りが生じています。木田委員に

御指摘をいただきました。おわびして訂正しま

す。 
それでは、県立病院の組織及び事業概要につ

いて御説明します。 
タブレットはファイル３の２病院の概況（病

院局）をお開きください。紙資料は、お手元に

お配りしている冊子、病院の概況を御用意くだ

さい。 
タブレットは６ページの左側、紙資料は３ペ

ージをお開きください。病院の組織機構につい

て御説明します。 
 本院の診療科部は循環器内科部をはじめとす

る２５科部、中央診療部門は放射線科部などの

１１科部、医療技術部門は薬剤部などの５科部、

看護部、事務局、管理室等、がんセンター、総

合周産期母子医療センター、循環器センター、

精神医療センターとなっています。 
 タブレットは９ページの右側、紙資料は６ペ

ージをお開きください。 
職員の状況として、令和４年４月１日現在の

職員数を記載しています。一番上の医師１８８

名のほか医療技術職、看護師、事務職等、合計

１，１０８名が当院の職員総数です。 
 タブレットは１８ページの左側、紙資料は１
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５ページをお開きください。施設の主なものに

ついて御説明します。 
病院本館については、地上１０階建てで屋上

にはヘリポートを備えています。本館１階、２

階には、主に各診療科の外来部門や患者総合支

援センター、救命救急センターの初療室、周産

期センターの外来部門、別棟の精神医療センタ

ーなどがあります。４階から９階が病棟で、６

階から９階は一つの階につき東西二つの病棟を

配置しています。病棟ごとの診療科は、用途の

欄に記載のとおりです。 
 タブレットの右側のページ、紙資料は１６ペ

ージを御覧ください。 
上の表の下から２番目の欄にある三養院は、

病床数は６床で、県内唯一の感染症専門病棟で

あり、今回の新型コロナウイルス感染症の発生

に伴い、多数の重症患者を受け入れています。 
 次に、タブレットは２７ページの右側、紙資

料は２４ページをお開きください。主要な医療

機器で取得価格１千万円以上を記載しています。 
 タブレットの２８ページの左側、紙資料は２

５ページをお開きください。令和３年度に取得

した機器で最も高額なものは、８１番放射線技

術部のＭＲＩです。 
 次に、タブレットは右側のページ、紙資料は

２６ページを御覧ください。一番上の表、（１）

許可病床数は６１４床のうち一般病床が５６６

床、精神病床が３６床、感染症病床が１２床で

す。一番下の表、（３）入院患者延数、新入院

患者数、病床利用率、平均在院日数の欄を御覧

ください。表の一番下の行が令和３年度の数値

ですが、一般病床の入院患者延数は１４万４，

５２０人、病床利用率は７８．３％、平均在院

日数は１１．２日となっています。 
新型コロナ感染症の重症患者受入れなどの影

響を受け、一般病床の患者数が前年度より１．

３％減少し、病床利用率も１．０ポイント低下

しています。 
  次に、タブレットは３０ページの左側、紙資

料は２７ページをお開きください。 
 資料中ほどの（６）外来患者延数、１日平均

診療人数、新規外来患者数の欄を御覧ください。 

令和３年度の外来患者延数は１９万９，９３９

人、１日の平均診療人数は８２６．２人となっ

ており、外来については患者数が前年度より１

３％増加しています。 
 以下、タブレットの３４ページ、紙資料の３

１ページまでは診療科別外来患者延数やドクタ

ーカーの活動件数などの活動実績等を記載して

います。簡単ですが、病院の概況の説明を終わ

ります。 
 次に、令和３年度決算について御説明します。 
タブレットのファイル３の１決算特別委員会資

料（病院局）の７ページ、紙資料は５ページを

お開きください。４の決算状況報告について御

説明します。 
（１）決算報告書（収益的収入及び支出）で

す。上の表、収入の部ですが、右から３番目税

込決算額の欄、上から２行目にあるように第１

項医業収益は１７７億８，３７６万７，８４９

円です。その下、第２項医業外収益は２５億４，

８２８万６，８６６円です。その下、第３項特

別利益は５，２２６万４，８７５円です。以上、

合計した病院事業収益は一番上の行にある２０

３億８，４３１万９，５９０円となっています。 
次に下の表、支出の部ですが、右から３番目

の税込決算額の欄、上から２行目にあるように

第１項医業費用は１９０億９，９８６万１，２

３２円です。その下、第２項医業外費用は１億

１，４９３万２，１８０円です。その下、第３

項特別損失は３３２万５，５８２円です。 
 以上、病院事業費用の決算額は、一番上の行

で、合わせて１９２億１，８１１万８，９９４

円となっています。 
 次にタブレットは８ページ、紙資料は６ペー

ジをお開きください。 
（２）決算報告書（資本的収入及び支出）の

状況です。まず上の表、収入の部ですが、右か

ら３番目税込決算額の欄、上から２行目にある

ように、第１項企業債は４億円です。その下、

第２項負担金は４億５，３６７万３千円で、こ

れは企業債の元金償還に係る一般会計からの繰

出金を受け入れたものです。その下、第３項補

助金は１億１，０６６万３千円で、これは新型
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コロナ感染症対策の医療機器購入に係る補助金

です。以上、資本的収入の決算額は、一番上の

行で、合わせて９億６，４３３万６千円となっ

ています。 
 次に下の表、支出の部ですが、右から４番目

税込決算額の欄、上から２行目にあるように第

１項建設改良費は８億５，３１４万２，９８１

円で、これは医療機器の購入や非常用電源装置

の更新工事等に係るものです。その下、第２項

企業債償還金は１０億９，９１２万８，８４０

円で、これは病院施設整備や医療機器購入等の

ために借り入れた企業債の元金償還金です。そ

の他、他会計からの借入金償還金１，９５７万

円と国庫補助額の確定に伴う補助金返還金１４

２万９千円を合わせた資本的支出の決算額は、

一番上の行にある１９億７，３２７万８２１円

となっています。 
 次にタブレットは９ページ、紙資料は７ペー

ジを御覧ください。（３）損益計算書の内容に

ついて御説明します。 
 まず、医業損益です。入院や外来収益などの

１の医業収益は、金額欄真ん中の一番上にある

１７７億６，７２５万３，７０６円に対して、

給与費や材料費など、２の医業費用はその下１

８２億５，１３７万９，８８１円となっており、

差引は一番右の欄にあるように４億８，４１２

万６，１７５円の損失となり、新型コロナ感染

症の流行拡大の影響を受け、昨年度に続いて本

業での赤字を計上しています。 
 次に、医業外損益は一般会計からの負担金繰

入や、新型コロナ感染症の入院医療機関に対す

る補助金収入など、３の医業外収益が金額欄の

真ん中、上から３段目の２５億３，７７０万７，

２７５円に対して、企業債の支払利息などの４

の医業外費用は、その下１０億１，２６２万８，

２６１円となっており、差引は一番右の欄にあ

るように１５億２，５０７万９，０１４円の利

益となっています。その結果、医業損益と医業

外損益を合わせた経常収支は、一番右の欄の上

から３段目１０億４，０９５万２，８３９円の

黒字となっています。 
 次に、５の特別利益は金額欄真ん中の下から

２段目５，１０２万５，５２３円となっており、

その下６の特別損失は３３２万５，５８２円、

差引は一番右の欄にあるように４，７６９万９，

９４１円の利益となっています。 
 以上により、一番右の欄の下から３行目の当

年度純利益は１０億８，８６５万２，７８０円

となり、繰越利益剰余金３７億２，１６５万３，

０８３円を加えた当年度未処分利益剰余金は４

８億１，０３０万５，８６３円となりました。 
 なお、タブレットの１０ページ、紙資料の８

ページは個人医業未収金の状況及び対策を、タ

ブレットの１１ページ、紙資料の９ページは一

般会計負担金等の状況を、タブレットの１２ペ

ージ、紙資料の１０ページは損益及び一般会計

繰入額の推移を、タブレットの１３ページ、紙

資料の１１ページは平成２９年度から令和３年

度までの比較損益計算書を記載しています。 
  以上で令和３年度決算の説明を終わります。 
 続いて、行政監査及び包括外部監査の結果と

措置状況について報告します。病院局は昨年度

の包括外部監査については対象となっていませ

んので、行政監査について御説明します。 
 タブレットは１４ページ、紙資料は１２ペー

ジをお開きください。行政監査結果の概要です。 
 令和３年度の行政監査では、県が関与する任

意団体の状況についてをテーマとして、任意団

体の規約等規定の整備や総会の運営、経理処理

は適正に行われているか等の視点で監査が行わ

れ、県全体で２３件、そのうち病院局は１件の

監査結果をいただいています。 
 それでは、監査結果のうち病院局に関する項

目について御説明します。 
 タブレットは１５ページ、紙資料は１３ペー

ジをお開きください。 
左の欄監査の結果にあるように、規約等規程

の整備運用について、事務決裁に関する規程が

整備されていなかったとして１件指摘を受けた

ものです。 
 右の欄の講じた措置の内容を御覧ください。

指摘のあった任意団体に指導を行い、事務決裁

規程の整備を行っています。 
馬場副委員長 次に、決算審査等の結果につい



- 15 - 

て監査委員の説明を求めます。 
長谷尾代表監査委員 令和３年度大分県病院事

業会計決算に係る審査について、監査委員を代

表して説明します。 
お手元のタブレット資料番号４、令和３年度

大分県公営企業会計決算審査意見書の７ページ、

紙資料の１ページをお開きください。 
第１審査の概要については、午前中の企業局

と同様なので省略します。 
次に、第２審査の結果についてです。病院局

の決算書その他決算関係書類は、審査した限り

において法令に適合し、かつ正確であることが

認められます。また、予算の執行、収益費用及

び財産に係る事務についてはおおむね適正に処

理されていると認められます。 
次に審査意見ですが、タブレットの１１ペー

ジ、資料の３ページをお開きください。１審査

意見です。 
（１）経営成績及び財政状態ですが、令和３

年度の病院事業は収支の黒字を継続し、収益性

及び短期長期の財務の安全性も保たれているこ

とから、経営成績、財政状態ともにおおむね健

全であると考えられます。 
（２）の総合意見ですが、令和３年度は、が

んゲノム医療中核拠点病院である九州大学病院

の連携拠点病院としての取組開始や、がんゲノ

ム医療外来の開設及び高性能な３テスラＭＲＩ

の導入など、病院の様々な機能の充実が図られ

ています。 
新型コロナウイルス感染症による受診控え等

により減少した入院患者数や外来患者数は前年

度に比べ増加し、入院、外来ともに診療単価が

上昇していることもあり、医業収益も増加して

います。精神医療センターなどの職員増加に伴

う給与費の増加等により医業費用が増加してい

ますが、感染症関連の国及び県補助金の受入れ

などにより医業外収益が大幅に増加し、全体と

して平成２７年度以降連続で当年度純利益を計

上しています。 
今後とも、地域医療の要として求められる新

しい高度専門医療を提供し、県民に支持される

病院経営を行う必要があります。そのためには、

最先端の医療技術の導入を進めながら高度医療

による入院及び外来患者の増加や診療報酬の高

い加算を取得するとともに、予算執行の効率化

や費用の削減等経営基盤の強化を推進しなけれ

ばなりません。また、現在多額の新型コロナウ

イルス感染症関連の補助金等を受け入れていま

すが、感染症収束後を視野に入れていくことも

重要です。 
なお、未処分利益剰余金については大幅に増

額しているので適切な運用を図るとともに、今

後の施設改修に備え建設改良積立金による管理

等を検討することが望まれます。 
これらの取組を通じ、持続可能な病院運営に

邁進するよう要請しました。 
以上で、大分県病院事業会計決算の審査意見

についての説明を終わります。 
馬場副委員長 以上で説明は終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し簡潔明瞭に答弁願います。 
 事前通告が２名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 
堤委員 連日、コロナ対策で本当に疲弊されて

いると思いますが、気を付けて頑張っていただ

きたいと思います。 
 早速、医療スタッフとの関係ですが、さきほ

ど局長からも、措置状況報告書の中で大変難し

い課題であるという認識を示されていますが、

ＩＣカードの出退勤管理システムが導入されて

いると。それはどのようなシステムになってい

るのかと、その管理をどのようにしているか。

過労死ラインの月８０時間超えの医師とか看護

師はまだまだいると思いますが、今その状況は

どうなっているのか。 
 二つ目はインボイス制度の関係ですが、当然

病院局の場合には、非課税と課税が交ざってい

るわけですが、仕入れ等でお金をもらったとき

にインボイスを発行せにゃいかんとか、外注と

かの入札参加がどういう状況かちょっと分かり

ませんが、入札参加資格等でインボイスの登録

を求めるようになっていないのか。今後どうす
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るかは未定と聞いていますが、未定という状況

がよく分からないので、どういう意味なのかお

伺いします。 
首藤総務経営課長 コロナ禍における医療スタ

ッフの超勤についてお答えします。 
 病院局の出退勤管理システムには、全職員の

名札にＩＣチップが入っており、病院の出入口

及び各階に設置しているカードリーダーにかざ

すことで出勤時間と退勤時間が把握できる仕組

みになっています。その管理は事務局総務経営

課が行っていますが、医師や看護師等の出退勤

時間の実績をデータ化し、医師の時間外勤務８

０時間を超える月が連続しないよう、本人と診

療科部長などにフィードバックを行い、注意を

呼びかけるなどの工夫を行っています。 
 令和３年度に当院で勤務した全医師１８８人

中、月８０時間超えの医師は実人数８０人、延

べ人数で３４７人、看護師で月８０時間を超え

る職員はいませんでした。１００時間超えの医

師は実人数で３６人、延べ１３５人です。緊急

医療を行う循環器内科や小児科などの医師の超

過勤務が目立つ状況になっています。 
 コロナ禍が急拡大した際、医師については時

間外勤務に大きな動きや差はありませんが、子

どものコロナ患者が入院するなど、小児科勤務

看護師の超過勤務時間が増えるなどの傾向が見

られました。医師の負担軽減となるため、認定

を受けた実習研修を習得することで医療の特定

行為が行える看護師を養成することや、医療事

務補助を行う医療秘書の増員など他職種のタス

クシフトを推進しています。 
 今後とも、県民医療の基幹病院として役割を

果たすとともに、安全で良質な医療を提供でき

るよう、業務量に応じた適正な職員配置に努め

ます。 
石垣会計管理課長 インボイス制度について回

答します。 
 これまでの当院の入札実績を見たところ、参

加者は全て課税事業者となっています。なお、

病院局の入札においては、県の入札参加資格を

有していることを参加条件としています。１０

月から入札参加資格にインボイスの登録を求め

るかについて、当院は既に登録を終えています

が、全国的な登録状況、あるいは知事部局の対

応状況等を見ながら対応は検討していきます。 
堤委員 インボイス制度の関係で、１千万円以

上の業者が入札参加資格に入ってくるでしょう。

ただ、その２次３次の下請は、１千万円未満の

免税業者もいますよね。病院局から登録を求め

られるから、ぜひ２次３次も取りなさいという

縦の流れをつくらないでほしい。病院局は独立

して、登録を強制しないと捉えていいのか、も

う一遍最後に聞きます。 
 それと、医師の１００時間超えは延べでも１

３５人いるということは、やはり現場が大変忙

しい状況だと思います。医師が倒れたら何にも

ならないわけですからね。そういう点ではＩＣ

チップの出退勤管理をしているから、ぜひそれ

を分析し、本当に人数が少なければ養成して医

者の数を増やすとか、積極的に要望として上げ

ていただきたいけれども、そこら辺はどうです

か。十分今足りているとか、やはり足りないと

いう判断があれば教えてください。 
井上病院局長 医師の確保ですが、１００時間

を超えている医師は、確かに委員御指摘のとお

り、こちらの報告でも申したとおりです。 
さきほども申しましたが、とにかく医師は応

招する意識がとても強く、とにかく求められれ

ば働く。時間外勤務が長時間となっていますが、

実際は調べものとかいろいろするわけです。そ

れが業務にあたるのか、医療の質の向上のため

の自己研鑽なのかを分析しながら切り分けてい

ます。だから、今やれることは切り分けていく

ことと、それから連月１００時間を超えること

がないよう、次の月は休めるように対応するの

が今の現実です。それを進めていくことで次第

に見えてくる、あるいは解決できることも増え

てくると思います。 
 一方では激務である診療科――循環器内科や

小児科では、できるだけ医師の数を増員、確保

できるよう、少しずつですが、いろんなところ

にお願いしながらやっています。ただ、どんど

ん医師を確保できる状態ではありません。何と

か今の医師を減らさないようにするのが現状で、
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その辺を何とか踏ん張っていきたいのが実情で

す。 
石垣会計管理課長 インボイスへの登録はあく

まで任意なので、病院としてこれを強制的に事

業者に求めることは、今のところ考えていませ

ん。 
藤田委員 私から１点、周産期母子医療センタ

ーの現状について伺います。 
 アルメイダ病院が周産期母子医療センターを

閉鎖して、令和２年度から県内のＮＩＣＵ病床

は５施設２７床から４施設２４床へ縮小されて

いますが、その後、大分県立病院への影響や令

和３年度の運営状況、また今後の課題について

教えていただきたい。 
佐藤病院長 当院では、委員御指摘のように、

令和２年度からの県内の周産期医療について、

周辺の病院も含めてかなり議論してきました。

その結果、令和２年４月から当院のＮＩＣＵを

９床から１２床に増床とするなどして、周産期

医療の安定確保に努めています。 
 実際に患者数を見てみると、これは新生児科

ですが、令和元年度が３９１人、令和３年度が

４３８人で、アルメイダ撤退以降の３年間で１

０％ぐらいの患者数の増加が起こっています。 
また、当然妊産婦を他の病院にということもあ

りますが、これに関しては、この３年間の推移

が約１．８倍です。これは母体搬送ですが、一

つはコロナの感染で、コロナ患者が県立病院に

集中したため、新生児科が１割増、妊産婦は１

５％増ぐらいの負荷がかかっていると考えます。

ここで、令和２年度以降のＮＩＣＵの病床利用

率が最も問題になりますが、令和２年度が９７．

３％、令和３年度が９７．６％と満床に近いも

のの、当初危惧された１００％を超えて、例え

ば、県外搬送とか搬送先が見つからない事態は

全く起こっていないものと確認しています。 
 とはいえ、地域の３施設周産期センターと連

携を取りながら母体搬送、新生児搬送がスムー

ズに行えるよう、現在も頑張っています。引き

続き、ネットワークを確保する気構えで定期的

に連絡を取りながら、あるいは急激な搬送例が

生じたときには、ホットラインのようなもので

搬送先を決める運用をしています。 
藤田委員 私の孫が３人とも県病の周産期医療

センターでお世話になり、昨年は孫の長男が１

か月早産になりました。今年はその弟、妹とな

る双子が入り、５月の終わりから子どもも含め

２か月お世話になっていました。私も時々周産

期医療センターにお邪魔しますが、本当に患者、

御家族の出入りもあり、説明のあった９７％の

病床使用率のとおり常にいっぱいの状態だと、

入院していた娘からも聞いていました。 
特に今回、代表質問で河野議員も質問してい

ましたが、多胎出産や高齢出産が増加すること

によって、この周産期医療は非常に重要な役割

を果たすと思います。今のお話を聞く中で、さ

きほど堤委員の話もありましたが、産科、小児

科の医師、あるいは看護師、そして病床の確保

はこれから先に向け、今の状況ではちょっと満

床に近い状況で、万が一これが重なったとき、

本当に周辺と連携が取れるのかという気がしま

すが、その辺の認識は現場サイドでどのように

感じていますか。 
佐藤病院長 私の前のポジションが周産期セン

ター長でしたので、現在も当部署とは非常に危

機感を持ちながらいつも話をしていますが、さ

きほど９７％と申しましたが、一方で、この数

字はピンポイントで１００％を超えるタイミン

グもあることを意味しています。常時受け入れ

るベッドがないということではありませんが、

看護スタッフ、医師はこれに見合う勤務をして

います。 
やはり今後、さきほど病院局長が申したよう

に小児科、新生児科、産科、救急部署の働き方

改革が必要です。医師、看護師の負担軽減とい

う意味では、例えば、電子カルテのオートマチ

ック化、あるいは医療秘書の活用です。それか

らたらい回しとか、数件の病院を行き来するこ

とがないように搬送ルートを有効に使うなど、

救急隊との綿密な連携や、新生児に関しては、

当院はカンガルー号――新生児搬送車があるの

で、その辺の媒体を有効に活用し、無駄な動き

がないように対応しています。それから一人の

医者、看護師に勤務が集中し、残業が重なるこ



- 18 - 

とがない勤務体制を、部長あるいは師長が綿密

に管理しながら運用していくことでしのごうと

動いています。 
今後は、藤田委員がおっしゃるように、やは

り医師、医療秘書、看護助手に加えて看護師の

確保、これは一人でも二人でも確保していくこ

とが、そのまま一人の医者、看護婦に対する負

担の軽減につながるので、働きかけを続けてい

ます。 
井上病院局長 委員御指摘の、今後を見据えた

スタッフの確保ですが、今、院長が申したとお

りですが、私の立場でできることとして、新生

児、小児に関しては九州大学と大分大学から医

師を派遣していただいています。この両方から

できるだけ医師を派遣いただくように、毎年お

願いして交渉しながら、大分県立病院の役割を

強調し、最後のとりでということを一生懸命言

ってきました。そのかいもあって、二つの大学

からは十分理解を得られていると思っています。 
 現状では、周産期医療施設を持っているほか

の病院に比べると比較的恵まれています。これ

で満足というわけではないですが、ほかにもも

っと厳しい病院はいくらでもあると理解してい

ます。さきほど院長が申したように、タスクシ

フトや電子化による効率化などによるスタッフ

の負担軽減など、いろんな支援をしながら医師

の数を少しでも増やしていく、これは本当に地

道に行動するしかありません。一番は、やはり

こういう医療に興味を持つ、一生を捧げてもい

いという医師を一人でも増やすことが非常に大

事なので、医療の内容の魅力を示す。それとも

う一つは働き方改革です。燃え尽きるような勤

務環境ではないことを示す。この二つが非常に

大事と思いながら、いつも院長と話をしていま

す。 
藤田委員 入院していた者の身内としては本当

に感謝しているし、絶大な信頼を置いています

が、現場の医師がこれ以上過負担にならないよ

う、病院あるいは県全体でも配慮していければ

いいなと思っています。引き続きよろしくお願

いします。 
馬場副委員長 ほかに、事前通告していない委

員で質疑はありませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 
馬場副委員長 事前通告が１名の委員外議員か

ら出されているので、事前通告のあった委員外

議員の質疑を行います。 
守永委員外議員 大分県立病院事業会計決算書

の２１ページですが、病院事業費用の医業費用

の経費の中で、委託料として１５億２，４６９

万３，７９１円とありますが、どのような業務

についての委託料であるか、委託契約期間も含

めて教えてください。 
 委託業務について、人件費を主な内容とする

委託費であれば、委託契約後の最低賃金の大幅

アップなどがなされていますが、人件費部分に

ついて見直しなど、契約額の変更等の事例があ

れば状況を教えていただきたいと思います。 
石垣会計管理課長 委託契約の主なものとして、

診療報酬請求などを行う医療事務が令和２年１

０月から３年間の契約で契約金額が年額２億２

千万円、清掃等の業務が令和３年７月から３年

間の契約期間で年額１億３，９００万円、施設

維持管理業務が令和元年７月から３年間の期間

で年額１億３，６００万円といったものがあり

ます。 
 契約に伴う人件費の単価については、最低賃

金で積算していないので、大分県建築保全業務

労務単価や事業所の見積単価に基づいて積算を

している関係で、契約途中での人件費の見直し

に基づく契約額の変更はありません。 
 なお、人件費の見直しではありませんが、患

者給食業務委託に関して、最近の食材価格高騰

を勘案して、本年９月１日から１食当たりの単

価を２０円アップするといった変更契約を締結

するなどしています。 
守永委員外議員 最低賃金を上回った形での積

算なので、その点、もし仮に賃金部分で何らか

の理由で変更せざるを得ない状況が生じたとき

は、契約業者の申出によって変更は可能なのか

を教えていただきたい。また、食材価格の高騰

の関係で、変更したのであればそれは可能でし

ょうけれども、働く方の状況にぜひ注意を払っ

ていただいて、県立病院で働く業者の方が働き
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やすいと思える環境を維持していただきたいと

思います。 
石垣会計管理課長 人件費の単価アップに伴う

契約変更については、基本的に最低賃金を上回

って入札が行われているという事実等、その後

の賃金アップが契約額を上回っていなければ入

札の関係もあるので、なかなか途中での契約変

更は難しいかと思います。仮に最低賃金を下回

る事情となれば、当然そこは業者と協議をして

いくことになろうかと思っています。また、食

材の高騰以外の事情についてもコロナによる患

者の減少とか、見舞客の制限などを行っている

関係で、様々な配慮を今後とも業者に対して行

っていきたいと考えています。 
馬場副委員長 ほかに、委員外議員で質疑はあ

りませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 
馬場副委員長 それでは、本日の質疑等を踏ま

え、全体を通して委員から、ほかに何か質疑は

ありませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 
馬場副委員長 別にないので、これで質疑を終

了します。 
 それでは、これをもって病院局関係の審査を

終わります。執行部はお疲れ様でした。 
 これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。 
 

〔監査委員、病院局、委員外議員退室〕 
 
馬場副委員長 これより内部協議に入ります。 
 さきほどの病院局の審査における質疑等を踏

まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと思い

ますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映させ

るべき意見、要望事項等があればお願いします。 
堤委員 さきほど質問した超過勤務の件で、看

護師は８０時間で、１００時間はないと。令和

２年度と令和３年度を比べると、令和３年度の

医師の１００時間超えがかなり多くなっていま

す。コロナという問題はあるのでしょうが、そ

の対策として今回、自己研鑽と実診療を分ける

という方向を検討しているようですが、自己研

鑽も診療技術を上げるために必要な業務の一環

ですよね。 
だから、そういう分け方ではなく、やはり働

き方改革として人を増やすとか、流動的に医師

を異動させるとか、そういうところに力を入れ

ながら、本当の意味での時間短縮をやっていた

だきたい。それが正に、医師の健康と精神的な

状況の安定にもつながると思うので、その点を

今回重点的に入れていただければと思いますの

で、よろしくお願いします。 
馬場副委員長 ほかにありますか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 
馬場副委員長 ただいま委員からいただいた御

意見、御要望及び本日の審査における質疑を踏

まえ、審査報告書案として取りまとめたいと思

います。 
 詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 
  〔「異議なし」と言う者あり〕 
馬場副委員長 それでは、そのようにします。 
 以上で、病院局関係の審査報告書の検討を終

わります。  
 ここで、執行部が入室するので、しばらくお

待ちください。 
 
〔監査委員、会計管理者、委員外議員入室〕 
 

馬場副委員長 これより、一般会計及び特別会

計の決算審査を行います。 
 まず、決算の概要について会計管理者の説明

を求めます。説明は要点を簡潔明瞭にお願いし

ます。 
廣末会計管理者 本日から令和３年度の一般会

計及び特別会計の決算について審査いただきま

すが、これに先立ち私から全体の概要について

説明します。 
 それでは、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ（サイドブッ

クス）の資料番号５番、ファイル名が大分県歳

入歳出決算概要（資料１）により説明します。 
 タブレットの２ページ、紙資料では中央下に

記載の１ページを御覧ください。令和３年度歳

入歳出決算の総括表です。 
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 まず、一番上の行の一般会計について申し上

げます。一般会計の決算額は左から３列目、歳

入総額（Ａ）が７，９６４億９，８２７万２， 
９５２円、その右の歳出総額（Ｂ）が７，６５ 
９億３，１４７万９，８６９円となります。こ

の歳入総額から歳出総額を差し引いた額は、右

側のページの一番左、歳入歳出差引額（Ｃ）欄

にあるように３０５億６，６７９万３，０８３

円となっており、これが形式収支となります。 
 この中には、翌年度へ繰り越した事業の財源

が含まれているので、その二つ右側ですが、繰

越財源額（Ｄ）の２５６億４，６６０万３，４ 
４９円を形式収支額から控除したものが、一番

右の実質収支額（Ｃ）－（Ｄ）で４９億２，０

１８万９，６３４円となっています。 
 恐れ入りますが、資料の最後のページに飛ん

でいただきたいと思います。タブレットの１６

ページ、紙資料では１５ページ及び１６ページ

を御覧ください。一般会計決算状況の推移につ

いて説明します。 
 左側の１歳入決算額・歳出決算額の棒グラフ

は、平成２９年度から令和３年度まで５年間の

一般会計の決算額の推移を表したものです。白

抜きが歳入、網掛けが歳出となっています。な

お、単位は百万円単位です。 
 グラフの一番右が令和３年度の決算額であり、

さきほど説明したとおり、歳入は７，９６４億

９，８００万円で、数字横の破線の枠囲みに記

載しているように、前年度に比べて５８１億１

千万円、率にして７．９％の増となります。 
 歳出は７，６５９億３，１００万円で、横の

枠囲みにあるように前年度に比べ５０６億８，

７００万円、率にして７．１％の増となってい

ます。 
 また、歳入と歳出の差し引きである形式収支

は、グラフの上の枠囲みに記載のとおり３０５

億６，７００万円です。 
 次に、右ページ２のグラフを御覧ください。

形式収支と繰越財源額の推移を示したものです。

白抜きが形式収支を、網掛けがそのうちの翌年

度への繰越財源額を表しており、この差が当該

年度に属すべき歳入と歳出の実質的な差額を表

す実質収支額となります。令和３年度の実質収

支額は４９億２千万円の黒字となっています。 
 その下の３のグラフは、実質収支額の推移を

示したものです。白抜きが毎年の実質収支額、

その右の網掛けは前年度の実質収支額との差で

単年度収支額を表しています。３年度の単年度

収支額は５億９，１００万円の黒字となってい

ます。 
 恐れ入りますが、再度タブレットの２ページ、

紙資料では１ページにお戻りください。 
 続いて、特別会計についてです。 
 上から３行目、１１ある特別会計の決算額の

合計ですが、左から３列目、歳入総額は２，７

０８億４，２４０万９，３６４円、その右の歳

出総額は２，６８６億６，４９６万６，０５８

円です。歳入総額から歳出総額を差し引いた形

式収支額は、右ページの（Ｃ）欄のとおり２１

億７，７４４万３，３０６円となっています。 
この額から二つ右の繰越財源額（Ｄ）１億６，

４８８万５千円を控除した実質収支額（Ｃ）－

（Ｄ）は、一番右の欄２０億１，２５５万８，

３０６円の黒字となっています。 
 次に、タブレットの４ページ、紙資料では３

ページを御覧ください。 
 令和３年度の一般会計歳入決算額調です。こ

の表は歳入における県税から県債までの１５の

款ごとの内訳を表したものです。左から３列目

の調定額（Ｂ）ですが、これは収入することを

決定した額で、一番下にある合計欄のとおり７，

９８６億２，７７９万９，６１８円となってい

ます。 
 この調定額に対して、その右の収入済額（Ｃ）

が歳入の決算額になります。この合計は７，９

６４億９，８２７万２，９５２円となっていま

す。調定額に対する収入済額の割合、収入率は

右ページの左から３列目、一番下の欄にあるよ

うに９９．７３％となっています。 
 次に、収入済額のうち前年度と比較して増減

額の大きなものを説明します。二つ隣の対前年

度比較欄、二段書きの下の段に金額を示してい

ます。 
 まず増額の大きなものは、一番上の県税が１
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１６億３，５５２万円余の増、その四つ下の地

方交付税が２１０億３，８１７万円余の増、さ

らにその四つ下の国庫支出金が１８９億３，６

７１万円余の増となっています。 
 増額の主な理由は、県税については新型コロ

ナウイルス感染症の影響緩和に伴う企業業績の

回復や個人消費の持ち直しなどにより、地方交

付税については国税収入の増補正に伴い普通交

付税の再算定が行われたことなどにより、また

国庫支出金については新型コロナウイルス感染

拡大防止対策及び社会経済の再活性化に向けた

取組に伴うものです。 
 また、減額の大きなものとしては上から七つ

目の分担金及負担金が農林水産省関係の国直轄

事業負担金の減などにより３１億８１７万円余

の減、その五つ下の繰入金が財政調整基金の取

崩額の皆減などにより３０億７，０９０万円余

の減となっています。 
 次に、左ページの右端にある不納欠損額です

が、一番下の合計欄にあるように６億１５０万

円余となっています。その主なものは一番上の

県税の４億７，０３０万円余で、これは大口の

滞納案件について、滞納処分の執行停止が３年

間継続したことに伴う納税義務の消滅によるも

のなどです。 
 また、右ページの一番左側の収入未済額です

が、一番下の合計欄にあるように１５億３，４

１２万円余で、その主なものは県税の９億６，

４２１万円余で、個人県民税などの滞納による

ものです。 
 なお、県税については収入率が９８．９３％

となっており、昨年度の９８．６９％を０．２

４％上回り、これまでで最も高い収入率でした。 
 次に、タブレットの６ページ、紙資料では５

ページを御覧ください。 
 令和３年度一般会計歳出決算額調です。この

表は、歳出における議会費から予備費までの１

４の款ごとの内訳を表したものです。左から３

列目の支出済額（Ｂ）が歳出の決算額となりま

す。一番下の合計欄のとおり７，６５９億３，

１４７万９，８６９円です。 
 支出済額のうち前年度と比較して増減額の大

きなものを説明します。右ページの右から２列

目の対前年度比較の欄を御覧ください。 
 まず、増額の大きなものは上から四つ目、保

健環境費が１４３億９，４６３万円余の増、ま

た、その三つ下の商工費が２２８億４，８９３

万円余の増となっています。 
 これらは、新型コロナウイルス感染拡大防止

対策に係る経費や新型コロナウイルス感染症の

影響による中小企業向け資金の融資額の増や中

小企業・小規模事業者事業継続支援金の創設な

どにより増加したものです。 
 また、減額では上から三つ目、福祉生活費が

生活福祉資金貸付原資補助の減などにより１２

０億５，６６６万円余の減、その三つ下の農林

水産業費は国直轄事業負担金に係る償還費の減

などにより４７億６，６７１万円余の減となっ

ています。 
 次に、表中央の翌年度繰越額（Ｃ）ですが、 
予算補正を行い議会の議決を経て繰り越す繰越

明許費が一番下の合計９７７億２，５４１万円

余、その右の事故繰越しが１１４億１５９万円

余となっています。 
 繰越額の主なものは土木費、農林水産業費、

商工費などで、これは国の補正予算の受入れや

新型コロナウイルス感染拡大の長期化による社

会経済の再活性化事業の実施時期の変更などに

よるものです。 
 その右隣の不用額（Ａ）－（Ｂ）－（Ｃ）は 
一番下の合計欄３０６億４，９７８万円余で、

その主なものは上から四つ目の保健環境費３７

億５，５１１万円余、その三つ下の商工費１９

１億７，９００万円余などです。これは事業費

が見込みを下回ったことなどによるものです。 
 以上が一般会計についてです。 
 続いて特別会計の決算について説明します。

タブレットの８ページ、紙資料では７ページを

御覧ください。 
 特別会計歳入決算額調です。この表は１１あ

る特別会計ごとの歳入決算額を表したものです。 
 左から３列目の調定額（Ｂ）は、一番下の合

計欄のとおり２，７１８億６，９６４万１３７

円です。これに対し、その右の収入済額（Ｃ） 
｡ 
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は２，７０８億４，２４０万９，３６４円です 
調定額に対する収入済額の割合、収入率（Ｃ）

／（Ｂ）は右ページの右から３列目の一番下の

欄にあるように９９．６２％となっています。 
 不納欠損額（Ｄ）は、このページの一番左の

欄ですが、合計は８３３万５，７３９円で、主

なものは沿岸漁業改善資金特別会計の８２６万

円余で、その内容は主たる債務者及び連帯保証

人の破産等に伴う権利の放棄によるものです。 
 その右の収入未済額（Ｂ）－（Ｃ）－（Ｄ） 
は、一番下の合計１０億１，８８９万５，０３

４円で、その主なものは中小企業設備導入資金

特別会計の８億９，９５５万円余で、主に貸付

金元利金の償還未済によるものです。 
 続いてタブレットの１０ページ、紙資料では

９ページを御覧ください。 
 特別会計歳出決算額調です。この表は１１あ

る特別会計ごとの歳出決算額を表したものです。 
 特別会計の歳出決算額は、左から３列目の支

出済額（Ｂ）で、一番下の合計２，６８６億６，

４９６万６，０５８円となっています。 
 その右の翌年度繰越額（Ｃ）は、繰越明許費

のみで一番下の合計７億２，６６４万２千円で

す。内訳は、下から二つ目にある港湾施設整備

事業特別会計が５億８，６８８万円余で、工事

に係る不測の対応や関係者等との協議調整に日

数を要したものです。その下の用品調達特別会

計が１億３，９７５万円余で、これは繰越事業

に係る用品調達によるものです。 
 また、右ページの中ほどの不用額（Ａ）－（ 
Ｂ）－（Ｃ）は、一番下の合計で１８億３，７ 
９１万６，９４２円となっており、その主なも

のは、上から六つ目の林業・木材産業改善資金

特別会計が６億６，１４０万円余、その下の沿

岸漁業改善資金特別会計が４億７，６７４万円

余などであり、これら不用額は翌年度にそれぞ

れ繰り越されます。 
 以上が特別会計についてです。 
 続いてタブレットの１２ページ、紙資料では

１１ページを御覧ください。 
 一般会計歳入財源別分類表です。この表は、

歳入決算額を自主財源と依存財源に分類したも

のです。３年度決算額（Ａ）のうち自主財源は

中ほどの小計欄にあるように３，１２１億１，

０５９万４千円、その右の構成比は３９．１９ 
％で、右ページにある２年度の３９．７４％か

ら低下しています。 
 依存財源は小計欄にあるように４，８４３億

８，７６７万９千円、その右の構成比は６０． 
８１％で、２年度の６０．２６％から上昇して

います。 
 続いてタブレットの１４ページ、紙資料では

１３ページを御覧ください。 
 一般会計歳出性質別分類表です。この表は、

歳出決算額の性質を義務的経費、投資的経費、

その他の三つに区分しています。３年度決算額

（Ａ）欄のうち、１義務的経費については２，

４２５億８，５２７万円、その右の構成比は３

１．６７％となっており、これを右側のページ

にある２年度の決算額（Ｂ）と比較すると、右

から２列目の増減額（Ａ）－（Ｂ）にあるよう 
に１４億９，３２１万円、率にして０．６２％

の増となっています。これは、人件費及び扶助

費の増によるものです。 
 次に、２投資的経費は１，６３４億２，３６

６万５千円、構成比２１．３４％で、前年度よ

り８１億５，７０３万４千円、率にして５．２

５％の増となっています。これは、普通建設事

業費の補助事業及び災害復旧事業費が増加した

ことによるものです。 
 ３のその他は３，５９９億２，２５４万５千

円、構成比４６．９９％で、前年度より４１０

億３，７５９万３千円、率にして１２．８７％

の増となっています。これは、補助費等や積立

金等が増加したことによるものです。 
 以上で令和３年度一般会計及び特別会計の決

算概要の説明を終わります。詳細については、

各担当部局から説明します。審査のほど、よろ

しくお願いします。 
馬場副委員長 次に、決算審査等の結果につい

て監査委員の説明を求めます。 
長谷尾代表監査委員 令和３年度の大分県歳入

歳出決算及び基金運用状況並びに健全化判断比

率及び資金不足比率審査意見書について説明し
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ます。 
 お手元のタブレットの資料番号は１５番、資

料は冊子の大分県歳入歳出決算及び基金運用状

況並びに健全化判断比率及び資金不足比率審査

意見書を御覧ください。 
 まず、タブレットの３ページ、紙資料では表

紙をめくり最初のページを御覧ください。 
 この意見書は、地方自治法第２３３条第２項

など関係法令の規定に基づき、本年７月２６日

に知事から監査委員の審査に付された令和３年

度大分県歳入歳出決算、基金運用状況、健全化

判断比率及び書類並びに資金不足比率及び書類

について、８月２２日に知事に提出したもので

す。 
 タブレットの１１ページ、紙資料は１ページ

をお開きください。 
 最初に、令和３年度大分県歳入歳出決算審査

意見書について説明します。 
 第１章審査の概要ですが、第１審査の基準と

して、令和３年度歳入歳出決算の審査は大分県

監査委員監査基準に準拠して行っています。 
 第２審査の対象は、令和３年度大分県一般会

計及び大分県公債管理特別会計など１１の特別

会計です。 
 次に、第３審査の方法等ですが、審査に付さ

れた歳入歳出決算書等について、決算の計数は

正確であるか、予算は議決の趣旨に沿って適正

かつ効率的に執行されているかなど、記載の４

点を主眼として、関係証書類との照合等を行う

とともに、定期監査や例月出納検査等の結果を

踏まえて慎重に審査しました。 
 タブレットの１２ページをお開き願います。

紙資料の２ページです。 
 第２章の第１審査の結果ですが、前章の記載

事項のとおり審査した限りにおいて、一般会計

及び特別会計の歳入歳出決算額は関係証書類等

と合致し、正確であると認められました。また

予算の執行等については、議決の趣旨及び関係

法規等に従い、おおむね適正に処理されている

と認められました。 
 次に、第２決算の状況ですが、さきほど会計

管理者から説明したので省略します。 

 続いてタブレット１３ページをお開きくださ

い。紙資料は３ページです。 
 第３章審査意見です。令和３年度の決算は、

一般会計、特別会計ともに、実質収支は黒字と

なっています。中でも、財政の健全性を示す各

指標のうち、財政構造の弾力性を示す経常収支

比率は、県税や地方交付税の増等により経常収

入が増加したため８７．１％と、大幅に改善す

るとともに、一般会計等が将来負担すべき負債

等の割合を示す将来負担比率も１５９．９％と

将来に備えた基金残高の増により大幅に改善し

ています。 
 また、県債残高は強靱な県土づくりの推進等

により増加したものの、実質的な県債残高は約

６９億円減少しており、行財政改革推進計画の

目標額である６，５００億円以下の水準を維持

しています。 
 財政調整用基金の残高も県税や地方交付税の

増等により２１億円増加し、目標の３３０億円

に対し３２０億円まで回復しています。 
 安心・活力・発展の大分県づくりを加速前進

させることが求められている中、新型コロナウ

イルス感染症への対応と社会経済の再活性化、

地方創生の推進、災害に強い県土づくり、先端

技術の活用など、行政需要は益々増大していく

ことが予想されます。 
 ついては、 次の４点の各事項に十分留意さ

れ、限られた財源の中で効率的かつ効果的な行

財政運営が行われるよう強く期待しています。 
 まず第１点目として、行財政改革の推進につ

いてです。相次ぐ大規模災害に加え、エネルギ

ーを初めとする原材料価格の高騰、新型コロナ

ウイルス感染症への対応と社会経済の再活性化、

社会保障関係費の増大など、財政環境は厳しく

予断を許さない状況です。 
 また、経済財政運営と改革の基本方針２０２

２、いわゆる骨太の方針では、新型コロナウイ

ルス感染症対応として行われた国から地方への

財政移転について、感染収束後、早期に地方財

政の歳出構造を平時に戻すとの方針が示されて

います。このため、国の動向も注視しながら、

最少の経費で最大の事業効果を上げられるよう
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常に事務事業の検証を行い、選択と集中やスク

ラップ・アンド・ビルドに取り組むとともに、

行財政運営の効率化、健全化に努めるよう要請

しました。 
 第２点目は、資産マネジメントの強化につい

てです。県有建築物や公共インフラ施設の老朽

化は、年々進行するとともに、その多くが更新

の時期を迎えています。大分県公共施設等総合

管理指針に基づき、県有施設の総量縮小及び長

寿命化対策を着実に推進し、財政負担の軽減、

平準化に努めるよう要請しました。 
 第３点目は、収入未済の解消についてです。

令和３年度の一般会計及び特別会計の収入未済

額は合計２５億５，３０２万円余で、前年度と

比べ６億７，３９０万円余減少しました。特に

県税については、市町村と連携して徴収強化に

努めてきたこと、徴収猶予案件の納付が進んだ

こと、不納欠損処理を行ったこと等により、前

年度に比べ５億５，６５５万円余減少していま

す。その他の収入未済も、多くは前年度に比べ

減少しているものの増加しているものもあり、

公平な負担と自主財源確保の観点から、引き続

き収入未済額の縮減等に努めるよう要請しまし

た。 
 第４点目は、財務事務の執行についてです。

定期監査等において、一部に留意又は改善を要

するものが見受けられたものの、おおむね適切

な処理が行われていました。是正や改善の必要

性が認められた主な事例については、財務事務

に関する基本的な知識や習熟度が不足している

こと、担当者間の事務引継ぎや班総括等による

組織的な指導が不十分であったことなどが主な

原因と考えられるので、リスク発現事例を共有

するなど、内部統制機能の一層の強化を図るよ

う要請しました。 
 以上が、歳入歳出決算についての審査意見で

す。 
 なお、タブレットの１７ページから９９ペー

ジ、紙資料の７ページから８９ページにかけて

は、第４章決算の概要として個別の決算状況を

記載していますが、説明を省略します。 
 次に、タブレットの１０３ページ、紙資料で

は９１ページをお開きください。 
 令和３年度の基金運用状況についての審査意

見です。 
 第１章の第１審査の基準ですが、令和３年度

基金運用状況の審査は、大分県監査委員監査基

準に準拠して行っています。 
 第２審査の対象は、大分県土地開発基金及び

大分県美術品取得基金の二つの基金です。第３

審査の方法等は、基金運用状況書の計数は正確

で、関係証書類と合致しているかなど、記載の

３点に主眼を置いて審査しました。 
 次に、第２章審査の結果ですが、両基金とも

運用の状況を示す書類の計数が正確であると認

められ、運用が確実かつ効率的に行われている

ことが認められました。 
 第３章審査意見としては、それぞれの設置目

的に沿った有効な活用に、引き続き努めるよう

要請しました。 
 次に、タブレットの１０７ページ、紙資料の

９３ページをお開きください。 
 令和３年度の健全化判断比率についての審査

意見です。 
 まず、第１章の第１審査の基準ですが、大分

県監査委員監査基準に準拠して行っています。 
 第２審査の対象は、令和３年度健全化判断比

率及びその算定の基礎となる事項を記載した書

類です。第３審査の方法等は、健全化判断比率

の算定が法令等の趣旨に沿って適正に行われて

いるかなど、記載の２点を主眼として関係書類

と調査照合し、関係部局から説明を求めるなど

慎重に審査をしました。 
 次に、第２章審査の結果ですが、審査に付さ

れた健全化判断比率及びその算定の基礎となる

事項を記載した書類は、いずれも適正であると

認められました。 
 次の第３章審査意見としては、実質赤字比率

及び連結実質赤字比率は、いずれも赤字が生じ

ていないことから算定されず、また実質公債費

比率と将来負担比率は、早期健全化の基準未満

であったことから、特に是正改善を要する事項

は認められませんでした。 
 最後にタブレットの１０８ページ、紙資料の
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９４ページをお開きください。 
 令和３年度の資金不足比率についての審査意

見です。 
 第１章第１審査の基準は、大分県監査委員監

査基準に準拠して行っています。 
 第２審査の対象は、令和３年度資金不足比率

及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

です。第３審査の方法等は、資金不足比率の算

定が法令等の趣旨に沿って適正に行われている

かなど、記載の２点を主眼に慎重に審査をしま

した。 
 次に、第２章審査の結果ですが、審査に付さ

れた大分県病院事業会計など６会計について、

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類は、いずれも適正に作成されてい

るものと認められました。 
 次に、第３章審査意見としては、いずれの会

計も資金不足比率は算定されず、特に是正改善

を要する事項は認められませんでした。 
 以上で、令和３年度大分県歳入歳出決算等の

審査意見書についての説明を終わります。 
馬場副委員長 以上で説明は終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し、簡潔明瞭に答弁願います。 
 今回事前通告している委員はいませんが、事

前通告していない委員で質疑はありませんか。 
堤委員 今いろいろと説明を聞きながら、これ

は、ここで聞いていいのか分からないけど、大

分県歳入歳出決算概要４ページの一番上、備考

にある過誤納金約６１０万円と書いてあるけど、

その内容について総務部に聞くべきなのか分か

らないけど、もし分かれば教えてください。 
 もう一つ、一番最後の一般会計決算状況の推

移の中で、確かに歳入もかなり増えている。い

ろんな交付金、コロナの関係で入ってきている

と思いますが、約４９億円の決算剰余金、つま

り黒字ですよね。結局、歳入が増えて、歳出は

結構下げている。それは事務事業の見直しとか、

行政改革はいろいろなことをやっているでしょ

うが、４９億円も残すのであれば、もう少し通

常の予算の中で黒字を下げるような形で余裕を

持って、非常に予算が窮屈なところ――いろん

な予算があると思いますが、そういうところに

割り振る考え方はないのかと思って、毎回私聞

きますが、ちょっとそこら辺がよく分からない。 
残ればいいのではないと思うんですね、黒字と

いうのは。そこら辺を普通の事業に割り振りで

きないのか。まあ、今だから言えるのだろうけ

ど、当初、そう考えた上でできないのかと非常

に思いますがどうでしょうか。 
廣末会計管理者 まず１点目の資料１、大分県

歳入歳出決算概要の４ページ右上の過誤納金、

この６１０万円はどういうものかについてです。 
 こちらは県税の関係の過誤納金で、一旦納付

した後に税が減額になった場合や二重納付の場

合などに現れると聞いています。 
 ただ、こちらは総務部の税務課が所管してい

る事項なので、詳しいことは総務部の説明の際

に税務課からすることになると思います。以上

が１点目です。 
 次に、実質収支額４９億２千万円について、

もう少し当初予算なり補正予算の段階で、ほか

の事業に回すことができないかという趣旨の質

問だと理解しましたが、一番最後のページで見

ていただくと、大体実質収支額が令和２年度は

４３億円、その前も３１億円ぐらいありました。

この実質収支額がマイナスになると県としては

赤字で大変なことになります。予算規模が昨年

度は過去でも一番大きいぐらいの事業になって

いて、歳出が７，６５９億円となっています。

当初予算及び２月に補正予算を組んで、その後

のさらなる節約等の結果、歳出総額約７，６５

９億円に対しての約４９億円であり、赤字を出

さないようにする中で、結果的にはこの金額が

生じています。これについては、また次年度に

決算剰余金として繰り越されるので、また次年

度に有効活用されていくものと理解しています。 
馬場副委員長 よろしいですか。（「はい」と 
言う者あり）ほかに、事前通告していない委員

で質疑はありませんか。 
〔「なし」と言う者あり〕 

馬場副委員長 委員外議員で、質疑はありませ
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んか。 
〔「なし」と言う者あり〕 

馬場副委員長 それでは、本日の質疑等を踏ま

え、全体を通して委員から、ほかに質疑はあり

ませんか。 
〔「なし」と言う者あり〕 

馬場副委員長 別にないので、これで質疑を終

了します。 
 それでは、これをもって決算の概要及び決算

審査等の結果の審査を終わります。 
 なお、監査委員はこれで退席となります。お

疲れ様でした。 
 
  〔監査委員、監査委員事務局退室〕 
 
馬場副委員長 これより、会計管理局関係の審

査に入りますが、説明は要点を簡潔明瞭にお願

いします。 
 それでは、会計管理局長の説明を求めます。 
廣末会計管理局長 それでは、会計管理局の令

和３年度決算について説明します。 
 タブレットの資料番号１０番、一般会計及び

特別会計決算事業別説明書により説明します。

タブレットの２９７ページ、紙資料では２８７

ページを御覧ください。 
 一般会計の歳出決算額は上段の表の左から４

列目、支出済額の一番下の行、歳出合計ですが

８億１，３１５万３，３１１円です。その下の

表、用品調達特別会計の歳出決算額は、同じく

表の左から４列目、支出済額の一番下の行、歳

出合計ですが２４億８，５９０万９，７１９円

となっています。 
 タブレットの２９９ページ、紙資料では２８

９ページを御覧ください。 
 まず、会計課について説明します。第２款総

務費第１項総務管理費第１目一般管理費は、決

算額２億３，７４７万１，４０６円で、会計課

及び審査・指導室の職員３２人分の給与費です。

その下、第６目会計管理費は決算額４，９０９

万２，４７４円で、会計事務の指導等に要した

経費です。 
 次に、タブレットの３００ページ、紙資料の

２９０ページを御覧ください。 
 用度管財課分について説明します。第２款総

務費第１項総務管理費第１目一般管理費は、決

算額２億３，３２８万６，９２１円で、職員３

４人分の給与費です。その下の第６目会計管理

費は決算額３，７３８万５，１９１円で、本庁

集中管理車の維持管理などに要した経費です。 
 タブレットの３０１ページ、紙資料の２９１

ページを御覧ください。 
 第７目財産管理費は、決算額２億２，３１０

万６，７４６円で、県庁舎本館及び新館の維持

管理などに要した経費です。その下の第８目県

庁舎別館及振興局費は、決算額３，２８１万５

７３円で、県庁舎別館等の維持管理に要した経

費です。 
 タブレットの３０２ページ、紙資料の２９２

ページを御覧ください。 
 用品調達特別会計について説明します。この

特別会計は、県の機関で使用する文具などの消

耗品や備品、印刷物の調達事務を一元化し効率

的に行うために設けているものです。 
 第１款用品調達費第１項用品調達費第１目用

品総務費の決算額１２３万７，７０１円は、前

年度の決算剰余金を一般会計へ繰り出したもの

です。 
 次に、その下の第２目用品費の決算額２４億

８，４６７万２，０１８円は、各所属からの要

求に基づく用品の購入に要した経費です。 
 続いてタブレットの資料番号９番、決算附属

調書を御覧ください。 
 不用額及び収入未済額の主なものについて説

明します。タブレットの２３ページ、紙資料の

１７ページを御覧ください。 
 不用額について説明します。科目欄の総務費、

総務管理費の上から６番目にある会計管理費５

１７万１，０９８円は、集中管理車の高速道路

使用料など使用料及び賃借料が見込みを下回っ

たことや経費節減によるものです。 
 続いてタブレットの３９ページ、紙資料の３

１ページを御覧ください。 
 滞納繰越調定取消額について説明します。科

目欄一番下の雑入１３８万６，４０８円で、経
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営状況の悪化により令和２年度に撤退した新館

レストランの庁舎等管理費の履行の延期による

ものです。 
 次に、タブレットの７２ページ、紙資料の５

６ページを御覧ください。 
 特別会計の不用額について説明します。一番

下にある用品調達特別会計の用品費４億５，４

８２万９，９８２円は、各所属からの用品要求

が見込みを下回ったことによるものです。            
 以上で会計管理局関係の説明を終わります。

御審議のほど、よろしくお願いします。 
馬場副委員長 以上で説明は終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 事前通告が１名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 
堤委員 物品の入札において、最低制限価格が

なく、今のように大変景気が厳しいときに、仕

事を取り合って、原価を割ってまで落札する場

合もあると。最低制限価格を設定すればこのよ

うな競合がなくなり、正当な利益も保障される

との意見が私どもに寄せられているんですね。

この件について、用度管財課としてどのように

考え、どう対処する予定なのか教えてください。 
渡邉用度管財課長 最低制限価格制度は、ダン

ピングの受注による工事等の品質の低下や下請

業者へのしわ寄せ防止等を図るために設けられ

たものです。業務を行う上で必要最小限と考え

られる価格を設定し、それ以下の価格で申し込

んだ者は契約の相手方としない制度です。その

ため、地方自治法及び同法施行令では、競争入

札により工事や製造等の請負契約を締結しよう

とする場合において、その契約内容に適合した

履行を確保するため、特に必要があると認めら

れる場合に限って最低制限価格を設けることが

できると定められています。よって、最低制限

価格を設けることができるのは工事等の請負契

約に限られているため、物品の購入について最

低制限価格を適用することは法令上できません。 
 景気が厳しい状況であることは承知しており、

今後とも中小企業の受注機会が増えるよう物品

調達に努めていきます。 
堤委員 そうですね。それがあるから、大手企

業についてはお金があるから、価格を若干下げ

たとしても大丈夫だよね。県内の小さな中小企

業については、なかなか価格を下げられないと。

それは法律上できないのであれば、何かそこら

辺でそういう要綱上で、または実際に契約する

場合、何らかの制限という言葉が適当か分から

ないけど、そういうのをかけられるような要綱

等は考えられないのかな。結局、低けりゃいい

という話になってしまうからね。そういう点で

は排除されるから、そこら辺はちょっとした規

制を加えるような仕組みを何か考えてほしいけ

ど、どうでしょうか。 
渡邉用度管財課長 価格を下げさせないような

仕組みとの話がありましたが、制度的には最小

の経費で最大の効果を得るとの考え方もあるの

で、なかなか難しいところがあります。 
 ただ、委員から質問があったとおり、昨年か

ら資材や燃料価格の高騰とか、円安の影響によ

って物品の価格の上昇や納品に日数を要すると

かあって、事業者も大変御苦労されていると聞

いています。 
 用度管財課では、適正な価格で物品の購入が

できるよう、今年４月１８日付けで各所属に物

品の価格上昇分が反映された参考価格の再確認

や物品に要する期間の再確認を行うよう通知を

行い、より適正な価格で予定価格の設定が行わ

れるよう努めています。 
 また、４月１９日には本庁所属の班総括を集

めた会議でも重ねて周知を行っています。 
 従来から行っていることですが、中小企業の

受注確保のため、一般競争入札については県内

に本店又は営業所がある方を入札条件にするな

ど、県内の中小企業の受注確保が果たされるよ

うにしています。 
 指名競争入札、随意契約については、物品の

種類等を考慮して中小企業を優先して指名する

ことにしているので、今後も受注拡大について

努力していきたいと思います。 
堤委員 そこら辺は切実な声として寄せられて

いるので、各関係部局にもぜひ周知徹底してい

ただきたいし、さっき言った物品価格上昇分に

ついて再確認の通知、そういう資料があれば提
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出していただくと助かるので、委員長よろしく

お願いします。 
 それで、県内中小企業の受注が本当に拡大す

るためにやっていただきたい。また、そういう

声が聞かれないように、 ぜひ頑張ってくださ

い。よろしくお願いします。 
馬場副委員長 さきほどの資料の提出について

はよろしいでしょうか。（「はい」と言う者あ

り）では、お願いします。 
 ほかに、事前通告していない委員で質疑はあ

りませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 
馬場副委員長 事前通告が１名の委員から提出

されているので、まず事前通告のあった委員外

議員の質疑を行います。 
森委員外議員 決算事業別説明書の２９１ペー

ジ、用度管財課の県庁舎管理費に関連して伺い

ます。 
 県庁舎の保全管理等については総務部の県有

財産経営室に聞くのが本来だと思いますが、維

持管理を担っている会計管理局としての見解を

伺いたいと思います。 
 本館、別館の維持管理をしている会計管理局

ですが、本館と別館を行き来する連絡通路――

歩道橋について伺います。 
 雨天時の行き来などで支障があるのを承知し

ていますが、利用者等の声とか、その状況の調

査とか、バリアフリー化とか、業務における生

産性の向上などの観点から、改善策の検討が令

和３年度中を含んで行われたかどうか、まず伺

います。 
渡邉用度管財課長 県庁舎本館と別館を結ぶ連

絡通路は、昭和４７年に県庁舎別館が完成した

後、道路管理者である大分市長、さらには都市

公園である遊歩公園の管理者である大分市長か

ら、それぞれ占用の許可をいただいて同年に設

置されたものです。今年で設置後ちょうど５０

年になります。連絡通路の設置により、道路を

横断することがなくなり、職員や来庁者の方が

本館と別館の間を安全に行き来できるようにな

り、日常的に利用されています。また、雨天の

際には、雨にぬれないよう、本館、別館の両側

に専用の傘を１０本ずつ置いて使っていただい

ています。 
 御質問のあった利用者の人数については、調

査を行っていません。連絡通路は別館の職員の

利用が大半だと考えられますが、参考までに別

館に勤務する職員の数を申し上げると約９００

人となっています。利用者の声や状況について

も、特に調査を行っていません。前任の課長ら

に問い合せてみましたが、ここ数年、連絡通路

に関する意見や要望等は特にいただいていませ

ん。 
 改善策の検討については、 今申したことか

ら、特段検討を行っていないとのことです。 
森委員外議員 詳しく説明いただきました。 
 ５０年経過していることもありますが、今回

のコロナ対策等で福祉保健部が本庁に行き来す

るのも頻繁だったと思うし、悪天候時の移動も

大変だったと思います。また、教育委員会の教

育庁ワークセンターの皆さんの姿を私も見るこ

とがありますが、車椅子等での移動で、雨の日

などは非常に支障があるのではないかと拝察し

ます。そういった観点から、今後の県庁舎自体

の保全計画との絡みもあるでしょうが、まずは

現状把握とか、今後の計画にしっかり反映させ

ていくべきだと思うし、特にさきほど申した県

職員の生産性の向上の観点からも非常に重要だ

と思いますが、再度答弁を求めます。 
渡邉用度管財課長 連絡通路の設置から５０年

を経過しているので、老朽化の状況に応じた対

策が必要となると考えられています。今後の対

応については長寿命化とかもあるので、考えて

いきたいと思います。 
森委員外議員 ＯＰＡＭ（オーパム）と総合文

化センターとの連絡通路は、雨が降っても大丈

夫なように屋根付きですし、そういった全体の

構造も今後しっかり検討していくべきではない

かと思っています。また総務部でも少し議論し

たいと思うので、よろしくお願いします。あり

がとうございました。 

馬場副委員長 ほかに、委員外議員で質疑はあ

りませんか。 
〔「なし」と言う者あり〕 
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馬場副委員長 それでは、本日の質疑等を踏ま

え、全体を通して委員から、ほかに何か質疑は

ありませんか。 
〔「なし」と言う者あり〕 

馬場副委員長 別にないので、これで質疑を終

了します。 
 それでは、これをもって会計管理局関係の審

査を終わります。執行部はお疲れ様でした。 
 これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。 
 

〔会計管理局、委員外議員退室〕 
 
馬場副委員長 これより内部協議に入ります。 
 さきほどの決算の概要及び決算審査等の結果

及び会計管理局の審査における質疑等を踏まえ、

決算審査報告書を取りまとめたいと思いますが、

特に指摘事項や来年度予算へ反映させるべき意

見、要望事項等がありましたらお願いします。 
堤委員 さきほど少し言ったとおり、用品入札

の場合には最低制限価格がないわけですね。仮

に、大きな会社が支店と営業所を置いてあれば

地元企業として入札参加できる。資本力が違う

とかなりの金額の差が出てくるんですね。本当

に地元で頑張っている県内の中小零細企業が、

入札してもきちんと取られるように、最低制限

価格を決められないのであれば、何らかの要綱

上でこうするべきだとか、そういったことを来

年度はぜひ検討していただきたい。 今通知と

かいろいろやって、内部で頑張っているようで

すが、それだけではなかなか認識が深まらない

と思うので、何らかの形で要綱なりを検討をし

ていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 
馬場副委員長 ほかにありませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 
馬場副委員長 ただいま、委員からいただいた

御意見、御要望及び本日の審査における質疑を

踏まえ、審査報告書案として取りまとめたいと

思います。 
 詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 
馬場副委員長 それでは、そのようにします。 
 以上で、決算の概要及び決算審査等の結果並

びに会計管理局関係の審査報告書の検討を終わ

ります。 
 ここで、執行部が入室するので、少々お待ち

ください。 
 
  〔監査委員事務局、委員外議員入室〕 
 
馬場副委員長 これより監査委員事務局関係の

審査を行いますが、説明は要点を簡潔明瞭にお

願いします。 
 それでは、監査委員事務局長の説明を求めま

す。 
河野監査委員事務局長 監査委員事務局関係の

決算について説明します。 
 昨年度は、知事部局や教育庁、警察本部など

の２７０機関に対する定期監査をはじめ、県が

関与する任意団体の状況についてをテーマとし

た行政監査や県が出資等をしている団体への監

査等を実施しました。 
 それでは資料番号１０番、一般会計及び特別

会計決算事業別説明書のタブレットの３１９ペ

ージ、紙資料の３０５ページをお開きください。 
 監査委員事務局関係は、第２款総務費第９項

監査委員費のみであり、予算現額１億９，８１

２万４千円に対して、支出済額は１億９，６９

７万６，６７４円、不用額は１１４万７，３２

６円です。 
 その内訳はタブレットの３２１ページ、紙資

料の３０７ページをお開きください。 
 まず、第１目委員費は予算額１，６８０万６

千円に対して、決算額は１，６６８万４，０７

９円です。この内訳は、常勤監査委員１人分の

給与費及び非常勤監査委員３人分の委員報酬の

計１，６２８万４，０５４円と、旅費など監査

に要した経費４０万２５円です。 
 その下の第２目事務局費は予算額１億８，１

３１万８千円に対して、決算額は１億８，０２

９万２，５９５円です。この内訳は監査委員事

務局職員２１人分の給与費１億７，２５９万３，



- 30 - 

６４８円と、事務局運営費として事務局職員の

旅費や需用費など監査補助に要した経費と関係

団体への分担金等７６９万８，９４７円です。 
 次に、不用額について説明します。資料番号

９番、決算附属調書のタブレットの２４ページ、

紙資料の１８ページをお開きください。 
 科目欄中ほど、上から１２行目の監査委員費

の事務局費１０２万５，４０５円は、超過勤務

手当及び旅費等が見込みを下回ったことによる

ものです。 
 御審議のほどよろしくお願いします。 
馬場副委員長 以上で説明は終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し簡潔明瞭に答弁願います。 
  今回、事前通告はありませんが、事前通告し

ていない委員で質疑はありませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 
馬場副委員長 それでは、委員外議員で質疑は

ありませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 
馬場副委員長 それでは、本日の質疑等を踏ま

え、全体を通して委員から、ほかに何か質疑は

ありませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 
馬場副委員長 別にないので、これで質疑を終

了します。 
 これをもって監査委員事務局関係の審査を終

わります。執行部はお疲れ様でした。 
 これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。 
 

〔監査委員事務局、委員外議員退室〕 
 
馬場副委員長 これより内部協議に入ります。 
 監査委員事務局の審査では質疑等はありませ

んでしたが、決算審査報告書で特に指摘事項や

来年度予算へ反映させるべき意見、要望事項等

がありましたらお願いします。 
  〔「なし」と言う者あり〕 
馬場副委員長 特にないので、審査報告書案の

取りまとめについては、委員長に御一任いただ

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
  〔「異議なし」と言う者あり〕 
馬場副委員長 それでは、そのようにします。 
 以上で、監査委員事務局関係の審査報告書の

検討を終わります。 
 以上で本日の審査日程は終わりましたが、こ

の際ほかに何かありませんか。 
  〔「なし」と言う者あり〕 
馬場副委員長 それでは、次回の委員会は１２

日、水曜日の午前１０時から開きます。 
 以上をもって、本日の委員会を終わります。 
 お疲れ様でした。 
 
 
 
 
 
 


